
 1

第２６回日本弁護士連合会市民会議議事録 

 
日時：平成２２年７月８日（木）１０時００分～１２時００分  

場所：弁護士会館１６階来賓室  

出席者：（委員） 

議 長 片山 善博（慶應義塾大学教授） 
副議長 豊 秀一（日本新聞労働組合連合中央執行委員長） 

清原 慶子（三鷹市長） 
中川 英彦（前京都大学大学院教授） 
松永 真理（バンダイ社外取締役） 
長見 萬里野（財団法人日本消費者協会連合会事務局長） 
吉永 みち子（作家） 

（日弁連） 

会 長 宇都宮 健児 

副会長 江藤 洋一、我妻 崇 

事務総長 海渡 雄一 

事務次長 柳 志郎、椛嶋 裕之、相原 佳子、岡田 理樹、野口 啓一 

広報室室長 浅見 雄輔 

足利事件主任弁護人 佐藤 博史 

布川事件弁護人 井浦 謙二 

弁護士業務妨害対策委員会委員長 藤川 元 

         以上 敬称略 
 
１．開会 
（柳事務次長） 
 皆さんおはようございます。本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがと

うございます。これから第 26回日本弁護士連合会市民会議を始めさせていただきます。私
は、本日司会を担当させていただきます日本弁護士連合会事務次長の柳でございます。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 
 では、日弁連側の出席者のご紹介をさせていただきます。最初に右端からお願いします。 
（浅見広報室室長） 
 日弁連の広報室長をやっています浅見です。よろしくお願いします。 
（藤川委員長） 
 日弁連の弁護士業務妨害対策委員会委員長をしております藤川と申します。よろしくお

願いいたします。 
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（井浦弁護人）  
私、布川事件弁護団の弁護士井浦でございます。 
（佐藤主任弁護人） 
 足利事件の主任弁護人をしました佐藤博史です。 
（我妻副会長） 
 日弁連副会長の我妻崇です。今日は、冤罪事件の取り組みについて報告させていただき

ます。よろしくお願いします。 
（宇都宮会長） 
 ４月１日から新しく日弁連会長になりました宇都宮健児です。どうかよろしくお願いし

ます。 
（海渡事務総長） 
 事務総長をやらせていただいています海渡と申します。よろしくお願いいたします。 
（江藤副会長） 
 副会長の江藤でございます。この市民会議を担当させていただくのですけれども、これ

以外では可視化の問題、それから裁判員制度を担当しております。よろしくお願いいたし

ます。 
（椛嶋事務次長） 
 事務次長の椛嶋です。よろしくお願いします。 
（相原事務次長） 
 事務次長の相原でございます。よろしくお願いします。 
（岡田事務次長） 
 事務次長の岡田と申します。よろしくお願いいたします。 
（野口事務次長） 
 事務次長の野口でございます。よろしくお願いします。 
（柳事務次長） 
 それでは続きましてお手元の資料のご説明をさせていただきます。座らせてやらせてい

ただきます。時間がありませんので簡単にご説明いたします。事前にお渡ししている資料

と、本日お渡ししている資料がございますけれども、最初に議題１、２と書いてあるもの

でございますけれども、冤罪事件について議題１、そして議題２が弁護士の安全確保につ

いて、今日２つのテーマの資料をお手元の方にお渡ししております。  
 資料番号と資料名がございますので、これは事前に見ていただいているものと考えまし

て、内容の説明は省略させていただきます。 
 それから、本日お手元にお配りした資料でございますけれども、こちらのほうは説明を

担当される先生方がお作りになった資料等でございます。資料 26-1-6、26-1-6-2 が佐藤先
生がおつくりになったレジュメでございまして、資料 26-1-7 が布川事件報告ということで
ございます。そして資料 26-2-5、これが横浜弁護士刺殺事件関係資料でございます。 
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 では、これからの進行は、片山議長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
 
２．開会の挨拶 
（片山議長） 
 それでは始めさせていただきたいと思いますが、先ほど日弁連側の皆さん、簡単に自己

紹介いただきましたので、こちらの委員側もそれぞれ自己紹介をさせていただいたらと思

います。 
 私は、議長を務めさせていただいております片山であります。今、慶応義塾大学の法学

部の政治学科で政治学と地方自治論を担当しております。よろしくお願いいたします。そ

れでは、吉永さんから。 
（吉永委員） 
 作家をしています吉永と申します。今は悪名の高いコメンテーターとしても励んでおり

ます。よろしくお願いします。 
（松永委員） 
 バンダイの役員をやっています松永です。よろしくお願いします。 
（豊副議長） 
 新聞労連で委員長をやっております豊と申します。朝日新聞の出身で、社会部で仕事を

してまいりました。どうぞ、よろしくお願いします。 
（中川委員） 
 中川でございます。出自は企業でございまして、その後ちょっと京都大学の法科大学院

でしばらく教えておりました。今は東京の小さな大学の法科大学院で非常勤でおりますけ

れども、よろしくお願いいたします。 
（清原委員） 
 こんにちは、三鷹市長の清原慶子でございます。７年前から市長を務めておりますが、

その前大学教員のときに司法制度改革推進本部の刑事・裁判員制度及び公的弁護の検討会

のメンバーを務めておりました。どうぞよろしくお願いいたします。 
（長見委員） 
 私は日本消費者協会の参与ですけれど、全国消費者協議会連合会の事務局長をしており

ます。よろしくお願いいたします。 
 
３．宇都宮健児日弁連会長挨拶 
（片山議長） 
 ということでよろしくお願いいたします。それでは、最初に宇都宮会長から一言ご挨拶

をいただければと思います。 
（宇都宮会長） 
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 どうも、皆様ご苦労様です。先ほどお話ししましたとおり、４月１日から日弁連の新し

い会長をしております。前回の市民会議は３月２日にやったようですけれど、通常であれ

ば、そのとき選挙で当選が決まっていて皆さんにご紹介してもらえる予定だったんですけ

れど、私の場合異例の選挙になりまして、日弁連始まって以来の再投票ということで、ま

だ３月２日の段階では当選が決まっていませんで、３月 10日の再投票でやっと会長に選ば
れたものですけれど、こういう選挙になったというのは、日弁連を取り巻く情勢の厳しさ

とか、環境の厳しさを反映しているものと思っております。会務運営の非常に難しいとこ

ろがあるのかなと思って、責任を痛感しております。 
 それから、新しい会長と同時に 13人の副会長が選ばれまして、それから事務総長は海渡
事務総長にお願いしている次第で、執行部が一新されております。新しい執行部で会務執

行方針を議論して決めたんですけれど、基本的に司法制度改革が始まって約 10年になりま
すので、この司法制度改革を検証して、そして成果として評価できる点はさらに発展させ

る。問題やひずみが生じているのであれば、大胆に見直すというような方針の下、市民の

目線で第２次司法改革へということで、お手元に配付されているかと思いますけれど、そ

ういう会務執行方針を決めております。私自身、非常に不安もあったんですけれども、新

しい執行部になって３か月経ちましたけれど、比較的順調にスタートが切れたかなと思っ

ております。 
 それから今日の議題は、冤罪事件と弁護士の安全確保の問題ですけれど、ご承知のとお

り、このところ冤罪が多発しておりまして、明日からは、後から説明あると思いますけれ

ど、布川事件の再審が開始されることになっています。 
 日弁連は、この冤罪を防止するために取調べの全過程の録画、可視化を求めております。

また、誤判原因究明のための第三者機関の設置ということを求めて、今取り組みをしてい

るところです。 
この問題については、５月 28 日に第 61 回定期総会が名古屋で開かれましたときの特別
決議、２つの特別決議の中の１つにこの問題を取り上げた決議を採択しております。 
それから、安全確保の問題は、弁護士はどうしても一方当事者の代理人になりますので、

相手方から恨まれるということがある。もともとそういう職業なんですね。私自身は、長

年にわたってクレサラ事件やヤミ金事件、消費者被害事件をやってきましたし、暴力団と

も対立したことがありますので、身をもってそういうことを体験しております。 
また、20 年前に起こった坂本弁護士一家殺害事件の坂本弁護士の奥さんが、事務員とし
て私の事務所に４年間勤務をしていたこともありまして、業務妨害というのは非常に重要

な課題だと思っています。これに屈服して弁護士がひるむことがあったら、結果としてや

はり市民の人権は守れないということなので、弁護士会としては業務妨害対策に力を入れ

て重視して取り組みをやっているところです。 
残念ながら６月２日に、横浜の前野弁護士が刺殺されるという事件が発生しまして、わ

れわれとしては大変心を痛めているところなんですけれど、こういう業務妨害問題につい



 5

ては、直ちに会長声明を出しましたし、業務妨害対策の徹底を全会員にアナウンスしてい

るところです。 
そういうことで今日の議題については、非常に的確な議題を選んでいただいているかな

と思っておりますけれど、私たちも気を引き締めて、この問題に取り組んでいきたいと思

っておりますので、どうかご助言、ご指導よろしくお願いします。 
 
４．議事録署名人の決定 
（片山議長） 
 ありがとうございました。それでは、議事録署名人を決定したいと思います。順番で豊

副議長と清原委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
（ 了 承 ） 

（片山議長） 
では、ありがとうございます。 
 
５．議事 
 議題 
 ① 冤罪事件について 
（片山議長） 
 それでは、議題に入りたいと思います。お手元に配布されております議題のとおり進め

させていただきたいと思いますが、それでよろしいですね。 
 それでは、本日の議題に入ります。先ほど会長からもお話がありましたように、その１

つは冤罪というテーマであります。まず、人権擁護委員会をご担当されております我妻副

会長にご説明いただいて、その後、引き続いて佐藤博史足利事件弁護団主任弁護人にご説

明いただきたいと思っております。それでは、よろしくお願いいたします。 
（我妻副会長） 
 副会長の我妻と申します。今日は、大変お忙しいところありがとうございます。私のほ

うからは、冤罪事件についてということで、簡単にご説明をさせていただきまして、具体

的な内容につきましては、弁護人の方々にご説明をさせていただきたいと思います。 
 まず、日弁連では人権擁護委員会という委員会がございまして、そこで再審支援事件な

どについての取り組みをしているわけであります。この再審支援事件の取り組みの端緒と

なるのが、人権救済申立という事件処理の中で出てくることですので、人権救済申立事件

の流れというのをご覧になっていただきたいと思います。資料の 26-1でございます。 
 私どもがこのような一般市民からの申立を受けまして、予備審査をしてから調査手続を

進めるという流れでございますが、昨年の統計によりますと 2009年４月から 2010年３月
まで、460件ほどの人権救済申立がございまして、その内容は様々でございます。刑務所に
収監中の方とか、あるいは捜査勾留中の方々とか、あるいは精神医療施設などに入所され
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ている方々とか、様々な方々から申立を受けまして、簡単に審査をする。この審査という

のは、内容が不明であるとか、単なる法律相談にすぎないとか、あるいはちょっと精神的

に不安定で内容がよくわからないとか、そういうような内容については簡易審査ではじか

せていただきますが、その後、人権侵害の可能性があり得るというのは、予備審査を開始

しまして、予備審査でさらにこれは人権侵害の疑いが強いと、救済の必要性があるという

のについては、本調査して措置をする。 
措置といっても、勧告書・警告書というようなものを日弁連の会長名でそれぞれの機関

に出すということでございます。必ずしもそれが拘束力を持つものではございませんが、

それなりに尊重していただいて、いろいろな改善につながるということがままございます。 
このような流れの中で、自分は冤罪であるから何とか再審支援をしてほしいという申入

れがなされたときは、この手続の中で日弁連として再審支援の決定をすると、そのような

仕組みでございます。 
この再審支援というのは、例えば足利事件とか布川事件とか、比較的成功例で脚光を浴

びることが多いんじゃないかと思われがちですが、実はそうではなくて、非常にたくさん

の事件がある中で、しかも地味な活動の中からやっと取っかかりを見つけるという、その

ような非常に大変な困難な作業でございまして、ある意味では刑務所に収容されている方

が、何の資料もなく、自分は冤罪だというところから始まるわけですから、まずもって記

録がない。したがって、記録をまず取り寄せて、その上で内容の把握から始めるという、

そのような非常に地味な、ある意味では孤立無援の状態からやってきていると。この辺の

内容は、弁護人が今日いらしていますので、具体的にお話が聞けると思います。 
そのような中で、過去には死刑再審４事件、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事

件のこのような事件の再審無罪を獲得した事件につきまして、日弁連では支援させていた

だいております。 
その後も、今日お話を伺います足利事件、布川事件、名張の毒葡萄酒事件などにつきま

しても、日弁連の支援事件としてやらせていただいています。他にも袴田事件、マルヨ無

線事件、日野町事件、福井女子中学生殺人事件、東電 OL事件などについて、再審支援事件
として取り組みを続けているということでございます。 
 最後に申し上げておきたいのは、このような再審支援事件の取り組みをして、被告人の

権利救済をするというのも大変重要なことではございますが、しかしながらそもそもこの

ような冤罪というのはなぜ起きるのか。誤判の原因というのはどの辺にあるのかという究

明が、やはりこれからの課題ではないかなと思います。 
 これまで死刑再審４事件というのがございましたが、それが再審無罪になった後に、こ

の冤罪ないしは誤判の原因というのはどの辺にあるのかという究明を、国が組織的にやっ

たという経験がございません。したがいまして、その辺については非常にわが国は遅れて

いると私どもは考えております。 
 今回、足利事件で再審無罪になりました。布川事件も再審開始になりました。そのよう



 7

な状況の中で、今後このような誤判が生じた原因を総合的に究明・検証しなければいけな

いというような問題意識がございます。 
 お手元に配付いたしました資料の26-1-3というものがございます。これは、日弁連が2010
年 3月 18日にまとめた意見書でございますが、書面に記載がございますけれども、イギリ
ス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで、それぞれ王立委員会、これは立

法府と議会内と考えていただいていいと思うのですが、そのようなところで誤判の原因の

究明機関をつくって検証しているという国々がございます。 
日弁連の中で誤判原因を究明する第三者機関の設置を求めるワーキンググループをつく

りまして、今それでさらに具体的な検討しております。私のほうからは以上です。 
（佐藤主任弁護人） 
 お手元の資料は 26-1-6 と枝番が付いている２ですけれども、この２に基づいてお話をさ
せていただきます。足利事件の意義ということですけれど、「科学的証拠」と「取調べ」と

いうのがキーワードになると思います。足利事件というのは、非常に衝撃的な事件であり

ました。その意義ですけれども、わが国ではじめて DNA鑑定によって無実が証明されたと
いう事件だからです。 
 ところがアメリカでは、イノセンス・プロジェクトというのがありまして、これが弁護

士や学生とか研究者がやっているボランティアの団体なんですけれど、イノセンスという

のは無実ということで、無実の人を救済するというプロジェクト。1992年から始まりまし
たけれども、驚くべきことに７月４日現在で 255人がこの DNA鑑定によって無実が証明さ
れたと。その中に死刑囚が 17人含まれているということです。 
 それで 10年間で約 188人ということになっているので、要するに１年間で 18人ぐらい
なんですけれど、考えてみれば 20日に１回の割合で、足利事件みたいなことがアメリカで
は頻繁に起きているということです。しかし、これは DNA鑑定が可能だからなんですね。 
 ハインリッヒの法則というのがあって、安全工学とか保険とかに使うんですが、1 対 29
対 300 というのがキーワードなんですけれども、重大な事故が１個あると、その背後に軽
微な事故が 29あって、ヒヤリハットというんですけれど 300、ヒヤリハットというのはヒ
ヤリとしたとかハットしたという、英語ではなくて日本語だそうですけれど、そういうふ

うなものがあると。だから、要するに氷山の一角というふうに、航空事故などがあったと

きには考えるんじゃないですけれど、やっぱり足利事件はそういうものだと考えなければ

いけない。 
 それで科警研という、日本で最高の水準の鑑定機関が行った DNA鑑定が間違っていたと。
それによって虚偽の自白が生まれたということと、東京高等裁判所、東京高検ですね、最

高裁判所、最高検という機関、わが国の最高水準の司法機関ですけれども、そこが見抜け

なかったという意味では、実に深刻な事件だということになると私は思います。 
 冤罪ですけれども、国家が犯す人権侵害のうちで最大にして最悪だと私は考えますけれ

ども、まずは無実の人が処罰されるということですけれども、同時に真犯人が免れている
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わけなので、市民生活の安全も侵されている。足利では実は３件連続して起きまして、３

件とも自白しちゃったんです。だから、一旦は全部解決したと言われたのが、20 年経って
実は無実だったということだから、犯人が逃れているわけですね。実際に、菅家さんが高

裁判決を受けたときに、横山ゆかりちゃんという女の子がパチンコ店から行方不明になっ

てまだ見つからない。その後関連はわかりませんけれども、吉田有希ちゃんという女の子

がやっぱり行方不明、茨城で見つかったという事件が最近起きています。いずれにしても

その真犯人は見つかっていないということです。 
 もう１つの衝撃は、DNA鑑定による無実の証明というのは、完全無実の証明だというこ
とです。DNA鑑定以前は、無罪判決の中には灰色無罪というのを含むわけなので、無実と
は限らないと。多くの警察官から、彼が自白したのだから犯人に決まっているんだという

コメントが平気でなされていたわけです。ところが、 DNA 鑑定によっては、無実だとい
うのが完全無実だということになるわけなので、そういうことが通らなくなったというこ

とです。 
 もう１つは同じことなんですけれど、無実というのは虚偽自白を仮にしたとして、必ず

しも自白が嘘とは限らないというふうに考えられてきましたけれども、現在では無実、DNA
鑑定の後は全くの彼の自白は虚偽だったということを意味します。 
 実は菅家さんは、捜査官の前で自白したというだけでなく、裁判官の前でも、私がやり

ましたと認めていたんです。だからマスコミの人たちも、彼が犯人であることは信じて疑

わなかったのが全くの嘘だったんです。 
 一般的には、DNA鑑定という証拠が崩れても「自白があるさ」と、まさに布川事件がそ
うですけれど、警察、検察は言うんですけれども、菅家さんの場合裁判官の前でも自白し

ていたんだけれど、検察はギブアップしちゃったわけですね。再審開始になる前に去年６

月に釈放したというのは、そういう事件だったからです。これは前代未聞のことなんです

ね。 
 ですから、それでもう１つは虚偽自白の研究が、DNA鑑定による無実によって飛躍的に
高まりました。これは日本の翻訳ですけれど、「なぜ無実の人が自白するのか」というのが

そのタイトルです。ここに英文でタイトルがあるんですけれど、ポスト DNAワールドと書
いてありますけれど、要するに DNA鑑定後の世界の偽の自白の問題ということです。 
 だから、日本のタイトルは、「なぜ無実の人が自白するのか」ですが「DNA 鑑定は告発
する」というのが副題です。アメリカではたくさん例があるということでしたけれども、

125 例が自白していた事件で、44 例が取調べ時間を確認できたというわけです。それで、
自白する場合どれだけの時間がかかるかというのを調べたわけですけれど、６時間以内

16％、12時間以内 34％、24時間以内 39％、以下こういうことになっているわけですけれ
ど、この赤で示したところだけで大体 89％なんですね。89％の人が、24時間以内に自白し
ているということがアメリカでわかったんです。 
 アメリカの取調べと日本の取調べのどちらが厳しいかといったら、私は日本の取調べが
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厳しいんじゃないかと思うんですけれども、布川などではこんなに簡単に自白していない

わけですけれど、ただ、要するに無実の人が実は想像を超えて簡単に自白するんだという

ことが、アメリカではわかってきたわけですね。 
 日本では、だから足利事件が唯一の例でしかまだないということです。だから、他山の

石ではないんですけれど、そういうものにわれわれが学んで改良しなければいけないとい

うことです。 
 足利事件の自白ですけれど、さっき言いましたけれど、任意同行されたとき、初日に 12
時間後に本件を自白しました。それから起訴される前に、残りの２件も君がやったのでは

ないかと警察官に聞かれて、この時間が私たちは知らなかったんですけれど、４月１日に

警察庁と最高検が共に検証報告書で出しましたけれど、その中に明記されているんですが、

35分後に２件ともやったと自白しちゃったんです。35分ですよ。記録的じゃないかと思い
ます。１件自白しただけではなく、２件も女の子をやったと言ったら、もう死刑になるの

が決まっているわけですね。 
 この話を聞けば、誰でも無実の人がそんなことするわけないだろうと思うわけですけれ

ども、実際は虚偽だったということがわかる。それから公判廷でも自白。それから公判廷

で家族に対する、自分は無実だという手紙をずっと書き続けていたんですけれど、お兄さ

んがおかしいと思って、弁護士さんにその手紙を届けた。その手紙を示されたらば、無実

と書いたのはどういう意味だと言ったら、彼は突然、やってないんですと言っちゃったん

ですね。 
 弁護士から、今まで嘘ついていたのかと問いつめられて泣き出してだめになった。それ

で次の公判では、弁護士のアドバイスによって、すみません、とっさに怖くなっちゃって

やってないと言ったんですけれど、また私やりましたというふうに言うということが起き

ちゃった。だから再び自白しちゃったんですね。 
 最後のどん詰まりで、判決文書くときに私は無実だという手紙を送ったんだけれども、

弁護士も相手にしてくれなくて、この赤と青ですけれども、実は青のほうが真実で、赤が

全くの嘘だったということが、今回わかったわけですね。 
 だけど、誰もこういう状況の下では、この青いほうが真実の叫びだと気づかなかった。

マスコミの人たちも法廷で聞いているんだけれども気づかなかったということです。 
 なぜこの虚偽の自白が見抜けなかったのかというのが問題だというふうに思うんですけ

れども、結局 DNA鑑定に惑わされて、自白の吟味を怠ったということに尽きると私は思い
ます。 
 それで、足利事件は４度裁判所が誤っているわけですが、1990 年、今から 20 年前に事
件は起きたわけですね。それで任意同行されたのが１年半後です。１審判決は 1993 年で、
私はこの 93年の９月から弁護人になりました。 
 それで東京高裁でだめで、最高裁で 2000 年に上告棄却。宇都宮地方裁判所でも、2008
年で請求棄却されたんですけれども、この間に 17年経過しまして、事件から、今は殺人な
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んかの公訴時効というのは廃止されましたけれども、当時は 15年でした。ですから、2005
年の５月 12日の結果とともに、時効が完成しちゃったんですね。だから、もう犯人も捕ま
えることはできないということです。 
 それで、先ほど日弁連の支援のことを言われたんですけれども、これは私が予てから、

私も人権擁護委員会にずっと長く在籍したので知っているんですけれど、日弁連の支援は

再審段階にならないと認められないんですね。それで１審でずっと争っているといったっ

て、国選弁護という制度があるから、それでやってくださいと言われていたんです。 
 ですから、私はこの 1993年から 2000年までの７年間は、いわば手弁当じゃないですけ
れども、完全に自費でやらなければいけない。日弁連に言ったって、それは制度があるか

らいいですよね。だから、再審にならなければだめなんです。最高裁で逆転する可能性が

なくなっちゃったので、それこそさっさとクビ切ってくださいと。再審になれば日弁連の

支援を受けられるからといって、本当に言ったんですよ。そういう制度になっております。

ちょっとこれおかしいんじゃないかと日弁連に言っていただきたいと思います。そうなん

です。有罪判決確定してからいらっしゃいというのが日弁連の仕組みなんですね。 
 それと、これが 1994年に DNA鑑定神話の崩壊ということで、AERAの取材に私が応じ
たものですから、朝日新聞はかなり早い段階でやっている。ここで、記者の人と話したと

きに、DNA鑑定とかけて水戸黄門の印籠と解く。その心は、これにて一件落着というふう
に、私が喋ったことを使ったんです。まさか水戸黄門の印籠じゃあるまいし、DNA鑑定が
出たからといって、へへへーといっていたら、裁判でも何でもないでしょうと、私が言っ

ていたんですね。 
 だけど、ドラマと同じことが実際に起きていることがあったわけですね。つまり、DNA
鑑定にひれ伏しちゃったわけです。この４月１日の最高検・警察庁の意見書も DNA鑑定の
証拠価値というのを過大評価しちゃったと。あるいは検察だって驚きましたけれど、検察

全体としてそれを吟味する体制を整えていなかったというから、ちょっと待てと。そうい

う状況で証拠を導入したのかと。最高裁も国会で答えて、今司法研究で科学的証拠の取扱

いについて１年間かけて発表しますと、来年発表するんですけれども、それもやっぱり順

番が逆じゃないかと。 
 つまりは、新規のものをわれわれの社会生活に導入するときに、十分吟味してからやら

ないと、暴走が始まっちゃっているわけですね。大きな事故に遭遇してもう一回考えます

というふうになっているのがわが国だということです。 
 それでこのニセの鑑定に騙されないためにどうするかということですけれど、私はキー

ワードはその再鑑定の保証だと思います。刑事裁判で争うことになったときに、もう一度

やる。この事件も 1997年、今から 13年前に私たちはおかしいというふうに思って、最高
裁に請求していたんですね。事件から７年しか経っていません。時効開始まで８年。その

ときに裁判官が、DNA再鑑定を命じてくれれば、今の結論に達したわけですよ。私は最高
裁でも、あなた方が判断する必要はないと、鑑定命令を出すだけじゃないかと言っていた
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んです。この科学に、実は文化系の人間が全然弱いですね。科学というのは、再検証がで

きるというか、誰がやっても同じ結果が出るということが科学というわけですよ。 
 ところが、日本では占いと同じようなレベルで、すみません。法学部やっているわけで

すね。私は学生に教えているんですけれども、法科大学院では、今早稲田、東大でも教え

ています。文科系の人間というのはやはり理科の少なくともそういう基本的なことも知ら

ないと、国家の官僚がいろいろやっているわけですけれど、だめだと。せめて理科系の素

養だけは身に付けないと暴走が食い止められない。そのために再鑑定をする。 
 アメリカでは、先ほどのような例があるので、州によって違うんですけれども、少なく

とも DNA鑑定は、可能な場合は本人が請求すれば必ずやらなければいけないという権利と
して保証する。あるいは将来の DNA鑑定に備えて資料をちゃんと保管しておかなければい
けないということが法律でもう決まっちゃっているんですけれども、まだそういう法律も

全くないわけです。ですから、足利事件のことを生かすといったときに、制度にも生かさ

なければいけないと私は思います。 
 それから、自白の虚偽を見抜くということですけれども、時間があまりませんが、取調

べテープというのがわかったわけです。これも朝日新聞のスクープだったんです。８月 11
日。６月４日に釈放されたんですけれども、検察庁がもう釈放ギブアップしちゃったので、

宇都宮地検から資料を取り寄せて最高検で吟味していた。そしたら記者が訪ねていったら、

何か事務官を使ってテープ起こししちゃっているらしいというんです。それで、調べてみ

たら、足利事件のテープだというので、それでテープが存在するということをスクープし

ちゃったんです。それで直ちに最高検の刑事部長がその存在を認めてわかった。それで、

検察のテープは 12本、警察のテープは３本、合わせて 25時間分です。大体 10分起こすの
に１時間かかると言われているんですけれど、反訳書が 484 ページという１冊の本に相当
するものだと。これが実は完全な虚偽であることがはっきりしているものが記録に残され

たという意味で、私が冒頭に言った虚偽自白の研究に格好の材料なんですね。どういう調

べ方をやっているのか。どうしてこんな、聞けば実は本当じゃないかと信じるような中身

だから、また衝撃的なんですよ。拷問なんかやっているわけじゃないんです、全然。検察

官が調べていますから。ですから、布川のほうへも発展するし、他の名張とか、自白でど

うなるか。そういう事件にも影響を及ぼすようなものが残されていたということです。 
 このテープの中身については、詳しく説明できませんけれども、特に注目するのは、全

部じゃなくて、12 月７日と８日というのが、裁判所でも再生をしまして調べたんですけれ
ども、この 12月７日は２件別の事件で自白していましてね。それ、警察官がどうもおかし
いと考えたらしいんですよ。今日は本当のこと喋ってほしいと。もしやっていないならや

っていないでかまわないんだというふうに切り出しました。 
 そうしたら、菅家さんが、いいですかと。いいよと。あれはたしか 12月１日のことだっ
たと思うんですけれどと、自分が任意同行されたときのことを話しまして、警察官から女

の子殺したろうと言われたけれど、全然覚えがなかったのでやってないと言ったんだけれ
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ど、何を言っているんだと言われまして。それでずっと調べられて、辛くなっちゃって、

こんなことが 10 日も 20 日も続くと耐えきれないから、とうとう自白しちゃったんです。
本件の話始まっちゃったんですよ。検察官もびっくりしたけれど、今日本当のこと言って

くれと言ったんで、止めないで２時間ずっと聞いていたと。何今まで自白しちゃったのと

かね。最後、恐るべきはですね、今の話弁護士にしたかと言ったら、いや、してませんと。

これから裁判になるんだけれど、裁判でどう言うつもり、まだ決めていない。うん、わか

ったと、帰っちゃったんですね。 
 それで翌日、昨日変なこと君から聞いたんで来たんだけど、今起訴しているあの事件は、

あれは君が犯人じゃないか。いやいや、そうじゃありません。何鑑定というの、DNA鑑定
だよ。DNA鑑定が一致したというんだけど、私・・・、何を言っているんだと。犯人の精
液と君の精液が一致したんだと。何人そんな人間がいると思っているんだというふうに検

事に言われて、あと・・・です。あとずっと沈黙しているんですね。最後は、君、僕の目

を見ていないと。それはそうですよね。昨日もそうだったと。どうなんだといったら、泣

き出したんですね。勘弁してください、勘弁くださいよと言うんですよ。それ、君やった

のか間違いないのか。沈黙。やったのか、はい。そういうのが残っていたんです。それを

法廷で再生したんですよ。 
 ところが、このテープなんですけれど、皆さんに、私が演述しているんですけれど、お

聞かせしたり、反訳書を配付できないんです。なぜかというと、これは開示ときの条件が

ありまして、裁判以外に使っちゃいけないと。目的外使用禁止ということで、これ刑事訴

訟法の中にあるんですけれども、新しい付け足しで、日弁連はちょっと問題だと言ってい

る、まさに問題が起きている。 
 それで、無罪判決が起きたら返してくれと言われて、検察官にテープ返しちゃったんで

す。だから、公式には私の手元に全くないわけですね。いわんや聞かせるわけにもいかな

い。という事態になっているわけです。これはおかしいと私は思います。 
 これは本当は市民が裁判員制度の時代ですから、聞かなければいけないわけです。マス

コミの人たちも、特にテレビなどは、音声が勝負なので、新聞は活字で勝負なので、あま

り需要がないんですけれど、NHKなんか含めてこれはぜひ取り戻したいと言っているんで
すけれどそのまま。それでこれは資料として配付しますけれど、今出ている世界に今の問

題のテープを聞いたことのある研究者の人と、元裁判官の木谷さんが、やっぱりこれに光

を当てなければいけないんだということをおっしゃっているんです。私はまさにそのこと

がここでも提言していただきたいと。 
可視化の問題で今中井さんのところでやっているんですけれど、彼がなかなか、どっち

についているんだかわからなくて、問題は言われているんだけれど、まだあそこで参加者

が聞くとかというような状況に全然なっていない。だから、取調べテープをめぐる攻防が

まだ続いていると、私は思います。 
 菅家さんの手紙なんか書いたのを朝日新聞から出ることと、角川からこういう本が出て
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いますので、本当は配付しなければいけないんですけれど、無料で。関心があればという

ことで。 
 では、私の説明はこれで終わりたいと思います。 
（片山議長） 
 ありがとうございました。 
 それでは、佐藤さんは時間もおありなので、ここで今までのご説明についての質問とか

ご意見などを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 
（清原委員） 
 ありがとうございました。これまでの経験を含めて、10ページ目に、「再鑑定の保障と現
場資料の厳格な保管」ということを提示してくださったのは、大変重要なポイントだとい

うふうに考えました。ただ、今回の場合、現場資料が保管され、そして最初の DNA鑑定が
誤っていたわけで、DNA鑑定が自白を超えて無罪を証明するという最初の例でもあります
が、でも、当初は DNA 鑑定が自白を裏付けることになっていたわけですよね。ですから、
今回「再鑑定の保障と現場資料の厳格な保管」が、本当に自白を超えて無罪ということを

証明できたんですけれど、佐藤弁護士におかれては、最初に 93年ですか、かかわられたと
き、まだ DNA鑑定は菅家さんが実行したかもしれないということを示していたにもかかわ
らず、自白を超えて冤罪であるというふうに判断されたのは、他に何か要因があるんです

か。 
（佐藤主任弁護人） 
 DNA 鑑定というのは、1985 年にイギリスでジェフリーズという人が開発した方法なん
ですね。事件は 1990年です。まだ５年しか経っていなかったので、まだ日本では研究段階
だったんですね。それで、90 年に起きたんですけれども、ですから最初に犯人の精液なん
ですけれど、それは血液型鑑定を用いられた。ところが捕まらないので、DNA鑑定やって
みたらヒットした。その結果、この最初の資料、半袖下着なんですけれど、室温でずっと

保管されていたんですね。捜査本部のロッカー。それから検察庁にいってもロッカー、裁

判所にいっても。科捜研の女というのが、今日も何かあるそうですけれど、実際は現場資

料は人が触っちゃいけないだけでなくて、マイナス 80度で保管しないと、どんどんどんど
ん DNA というのは壊れていくわけなんですよ。超低温保管庫で保管しなければいけない。
ところが、最高裁の段階にいっても、そのままだったんです。最終的には 2004 年、14 年
経ってから、自治医科大学に置かれるんですけれど、14 年間、非常に劣悪な状況のままキ
ープされていたわけです。私などは、再鑑定になっても、鑑定不能になるのではないかと

思っていたんです。 
 そうすると、無罪の証明ができなくなるんです。だから、足利事件は光と陰じゃないで

すけれど、DNA鑑定の暴走を DNA鑑定が救うみたいなことだった。 
 私は実は、たまたまなんですけれども、1990 年過ぎてから、日本で少しずつ DNA が取
り入れられたので、足利事件の一審が係属しているときに法律時報という雑誌に、日本の
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DNA鑑定、刑事弁護のことについて、ちょっと資料を集めて論文を書いたんですね。それ
で、DNA鑑定が決して絶対的なものじゃないんだというのを書いていた。その発表をして
いたから、私のところに依頼が来たんです。 
 ただ、一審の弁護人に話聞いていたので、やったよって言っていたんですかね。それで、

私も弁護士がそう言っているわけです。すみません、なんか弁護人にも。 
 ところが、私が最初に接見したときに、これは私が試されたと本当に思いますけれど、

無実だと思っちゃったんです。何故かというと、殺人のときに私やっていないと言ったら、

大体やっている。私そんなに簡単に信じませんけれども、この事件は小さな女の子を殺め

たという事件なんですよ。性的な関心で。小児性愛者というものかどうかということがキ

ーワードですよね。私実はそういう事件をやったことがありまして、２件。１件は、島田

事件という死刑になった事件。これは赤堀さんは完全に無実ですけれども、本当に小児性

愛者だった事件を僕はやったことがあるので、小児性愛者の世界というのは一応理解して

いたんですね。そのことがあったので、簡単にやっていないという、そういう目で見れば、

デタラメな事件なんです。ところが DNA鑑定が立ちはだかっていた。だから、その落差と
いうものにずっと苦しんできたというのが、17年間。 
（清原委員） 
 ありがとうございました。やっぱり再鑑定の保障、現場資料の厳格な保管プラス、やは

り多元的に判断していく軸を弁護士の方が持っているということが大事ということですね。 
（佐藤主任弁護人） 
 実は、今日でわかったと思うんですけれど、結局法律家だけに任せている世界が聖地の

ように見えるけれども、大チョンボしているわけですね。やはり裁判員制度などで、例え

ば理科の人って仕事でいっぱいいると思うんですよ。仕事でやっているのはわれわれです

よみたいなことを裁判官の前で言っていただければいいわけなので、そういう意味でも、

私は希望はあると思いますけれど、日本の司法。 
 だから、アメリカみたいな 17人も死刑囚を間違ってやっているかもしれないみたいな例
がとにかくあるから、あれが立派じゃなくてですよ、まだ日本はあそこまではひどくない

と思うんですけれども、同種のものを繰り返してはならないと。ところが、今布川事件は、

検察側が DNA鑑定をやろうといって、有罪証拠に使おうというような流れになっているの
で、日本はどういうふうに向かおうとしているのかという、それこそ私は法務大臣の死刑

権発動じゃないんですけれど、そんな馬鹿なことやめろということを言ってもいいかもし

れないけれども、検察にはそういうことをやっちゃいけないことになっているんですけれ

ど。市民が声を上げていくしかないですね。検察審査会という制度で市民のあれを取り入

れるんですが、あれは有罪方向の制度なので、いずれにしても。やっぱり冤罪防止につい

て市民の声をどう反映させるのかというものが、制度的にも考えていただきたいというふ

うに本当に思います。 
（清原委員） 
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 ありがとうございました。 
（片山議長） 
 いかがですか。 
（吉永委員） 
 この場所でこういうこと言いにくいんですけれども、佐藤先生が言っているからいいか

なと思うんですが、市民のものすごく素朴な感情としては、先ほども言ったように、弁護

士さんには喋っていないというこの事実。途中からですけれども、最初のその弁護士さん

が、どういうスタンスで彼と向き合ったのかということが、とても疑問になりますね。や

はり聞いていると、足利事件を被疑者は性格的にものすごく弱さがあったりとか、翻弄さ

れやすい人。それを最初のときに、国選だったと思いますが、その弁護士さんがどういう

ふうに思っていたのか。これ氷見の事件でも同じなんですね。氷見の事件でも、たまたま

他の人が自供したから彼の無罪が確定したわけだけれども、あの人ももうちょっと横で頑

張れと言ってくれる人がいたら、自分は自白しなかったというようなことを言っているん

ですね。あの人もやっぱり気の弱そうな人だったんですけれども、誤判のときに、どうし

ても警察、裁判所というのは責められるけれども、その一番最初の弁護士が何をしたのか

ということも、同時に検証されなければいけないような気がしているんです。 
（佐藤主任弁護人） 
 おっしゃるとおりだと思います。だから、氷見も国選弁護人がサポートできなかったと。

足利事件は、実は私選弁護人なんですよ。お兄さんがお金出した。 
（吉永委員） 
 私選だったんですか。 
（佐藤主任弁護人） 
 私選なんですよ。で、だめなんですから。それで、菅家さんに私たち弁護士会で何か       

どなたか弁護士さんが、一審の弁護人どうだったんだということで言ったので私聞いたの

ですが、接見に来て、君、一体いくらお金持っているんだと聞いて、何か交通費を払える

かどうか聞いたと言うんですよ。お兄さんから 50万もらっているんですよ。だから、やっ
ぱり刑事弁護って儲からないので、往々にして。地方では義務としてやらなければいけな

いのがあるので、やっぱり弁護士の一番最初の言葉というのが、信頼を勝ち得るか、そう

じゃないかというのがあると思うんですね。 
（吉永委員） 
 何か最初の時点で、例えば志布志の問題でも、同じ弁護士さんが渡す側と渡される側の

両方の弁護をしてしまったとか、そういう基本的なところでもこれを機に明確にしていか

ないといけないなと。再鑑定のことも、結局ずっと要求していても、やりたくないわけで

すよね。やりたくないと 10何年かかってしまうと。その間に証拠が劣化しているのを待っ
ているかのごとく、何も再鑑定がされなかった。 
（佐藤主任弁護人） 



 16

 私は、この間、最高検に話す機会を与えられて、警察庁にも話す機会があって、実は警

察大学校では、昨日も話してくださいと。取調べ専科でですよ、また講義すると。８月に

行って、また９月に行くんです、私。 
 それで、私は権力がどうだとかいうような発想でこの問題をとらえるのは、全然適切で

はないと思うんですね。だから、弁護士の側にも大いに問題があって、新聞記者もそうな

んですけれども、つまりあらゆる人たちが自分の目の前で何か大事な問題が起きたときに、

果たすべき役割を誰かが果たしていれば、こんなにはならなかったみたいな感じがします。 
（吉永委員） 
 そうですね。再鑑定のときに、同じ組織がもう一回鑑定することに対してもそれでいい

のかという思いもあります。再鑑定のときは、別の目も入れてやらないと、その結果をす

んなり受け取れないという気がします。 
（佐藤主任弁護人） 
 やっぱりこの問題を市民で難しい事件ですよね。そういうときにどうするかというのは、

本当に裁判所が真剣に考えているわけなので、やっぱり知恵を絞って、私は日本の司法を

いい制度にしないととんでもないことになる。 
 実は、足利事件と同時に非常に深刻な問題は、飯塚事件という２人の女の子が殺された

事件があるんですけれど、一昨年の 10 月 28 日に死刑が執行されちゃった。それで、足利
事件の DNA 鑑定で再鑑定は 10 月 15 日なんですよ。私は言っているんですけれど、これ
は最高検でやりました。霞ヶ関にツインビルがあるんですけれど、法務省と検察庁。検察

庁にある高等検察庁の検事は、DNA再鑑定はいいという意見を書いたんですよ。それでそ
のようになったんだけれど、その 10 日後に死刑が執行されちゃった、飯塚事件。DNA 鑑
定で有罪にされた事件です。私は、法務省のほうが、主に刑事局ですけれど、検察官がず

っと調べて、この死刑はいいんだといってやっているわけです。完全に２つの組織がおか

しくなっているわけですね。私は本当にトヨタがブレーキが故障しているというか、そう

いうのがあったけれど、世界に冠たるわが検察は、ブレーキが利かなくなっちゃっている

のではないかと。利かすべきときに。市民に翌年裁判員制度が始まるというときですよ。

市民に死刑の判決まで求めようとあなた方がしているときに、この死刑の執行をしてはい

けないというぐらい命がけで止めるべきだろうと。 
 急ぐ必要なんか全然ないんですから。私は大学でも、そんな検事になったら絶対だめだ

ぞと。これは弁護士がどんなに頑張ったってだめな話なんです。権力の中枢にいらっしゃ

る、そういう立場を与えられた、ポストを与えられた人がブレーキをかけるという感覚を

持たなければいけないわけですね。 
 この問題話すと時間がものすごいかかるわけですけれども、そういうような問題も抱え

ちゃったまま、無罪になっちゃったので、まだまだ解決しなければいけない問題たくさん

あると私は思います。 
（豊副議長） 
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 足利事件の無罪出た後、ルポライターの鎌田慧さんが、これは国家権力とメディアの敗

北であると書かれてありました。自分も司法記者の経験もあるんですけれども、一体どう

いう点に気を遣いながら、市民にどういう記事を出していくべきか。その辺のところを少

しご教示願いたい。 
（佐藤主任弁護人） 
 最後、手記は朝日新聞出版社から出していただいたので、実は、さっき説明したんです

けれど、法廷で菅家さんも、私やっていませんと言ったわけですよね。切々と無実を訴え

たわけです、記者の前で。ところが、それを聞く耳を持たなかった。私は、小さな声かも

しれないけれども、真実に気づくチャンスというのは与えられているのに、一人もそうい

う記者が生まれなかったということですよ。私自身も有罪だと言われていたけれども、最

初に面会行きましたね。そのときに、この人はだめだと思うというふうに可能性がある。

半分あるわけですけれど。自分でよかったなと思っただけの話で、間違わなくて。という

ことですよね。だけども、私だって間違える可能性があるから、皆さん本当に一生懸命頑

張りましょうねみたいな感じで言っているんですけれど。 
 ただ、メディアの敗北ではなくて、私は前半は確かにそうだったけれども、最後は、2008
年２月 13日に宇都宮地方裁判所で再審が認められないんですけれど、そのとき何と言った
かというと、私は菅家さんの髪の毛を私宛の手紙に封じ込んでもらいまして、独自に鑑定

をしたんですね。それが型が違う可能性があるといって。それを証拠に出したわけですね。

女性の裁判官ですけれども、それ本人の髪の毛かどうかわからないじゃないかと。それは

決定的なんだと。だから、証拠価値がないんだといって否定しちゃったんですよ。 
 それで、マスコミの人たち、新聞も、それはいくら何でもおかしいだろうと。千葉刑務

所にいるわけですから。それ何で再鑑定をやらないのかというので、社説で足利事件の再

鑑定をやるべきだと書いたところもあるんですよ。 
 私は、裁判官の非常に愚かな判断がマスコミに火を着けたと。だから、最後はマスコミ

の人たちのバックアップがあってできた。だから、メディアの敗北では全然なくて、司法

の敗北かもしれないけれども、メディアは最後は頑張ったと私は本当に思います。 
 それで、またさっきの話じゃないですけれど、学生にこんな愚かな決定をしているのを

私は感謝しているんですけれど、その裁判官に。いや本当に。だってこんなことで名前を

残すようなことではないと。さっきから言うように、裁判官は DNA鑑定を命じれば済むわ
けですよね。命じたら名裁判官と言われる。却下したら愚かだと言われる程度の話なんで、

難しい話じゃないでしょうと。だけど、本当に小さなことに気づけば、こんな悲劇は起き

なかったんだというのが教訓ではないかと私は思うんですけれど。 
（片山議長） 
 そのときなぜその裁判官は、証拠価値がないで終わっちゃうんですかね。 
（佐藤主任弁護人） 
 それが、私はおそらくですが、最高裁判所の段階でわれわれ気づいて請求したんですね。
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最高裁が再鑑定を認めないで、上告棄却しちゃったんです。彼が犯人であることは間違い

ないと。やっぱりその最高裁のものに刃向かうようなことができなかった。ですから、私

なんか、さっき最高裁でも再鑑定してくださいと言ったんだけれど、どうもあなたには度

胸がないから、棄却するならしてくれと。こんなことできるのは東京高裁しかないと。東

京高裁の裁判官って結構威張っているんですね。最高裁よりも自分たちのほうが賢いと思

っているんだから。それで、やってくれたんです。だから、負けるも勝ちじゃないですけ

れど、適当なところで負けちゃうっていうのもね。 
（片山議長） 
 それではありがとうございました。 
 それでは引き続いて布川事件について、井浦弁護人よりご説明をお願いします。 
（井浦弁護人） 
 弁護士の井浦です。資料は 26-1-7 です。それで誤記が２箇所ありますので、訂正させて
ください。５行目、(1)概要の下の 1987年と書いてあるんですけれども、これは 1967年の
間違いです。 
 それと、経緯のところの確定審の三審の棄却と書いてあるところなんですけれども、こ

れは 1970年ではなくて、78年の間違いです。すみません、訂正してください。 
 まず、事件の概要ですけれども、1967 年８月 30 日の朝に、茨城県の利根町布川で発覚
した強盗殺人事件です。被害者は 62歳の一人暮らしの男性。事件発生というのは、その２
日前の夜であると推定されております。捜査は難航しまして、近隣の素行不良の者を逮捕

していろいろ調べたんですけれども、なかなかわからなくて、事件から 40日以上経った後
に、桜井さん、杉山さんも当時はちょっと素行があまりよろしくなかったんですけれども、

それで別件で逮捕されまして、そしてそこで自白をさせられて犯人とされた。 
 経緯なんですけれども、確定審が一審で無期懲役、それが 78年に確定して、その確定審
が終了した後に日弁連の支援を受けています。第１次再審請求を 83年に起こして、これも
92年に最高裁で棄却。 
 第２次のほうは、2001 年の末に起こしまして、これについては 2005 年に第一審の土浦
支部が再審開始決定をしていただきまして、その後、東京高裁、最高裁と検察の抗告をい

ずれも棄却して、昨年の 12月に再審請求が確定しました。再審公判がいよいよ明日から始
まるということになっています。 
 それで、この事件の特徴なんですけれども、物証がないというか、自白によると偶発的

な、計画的な犯行ではないんですけれども、全く指紋とかいうものもない。そして、現場

に毛髪とかも落ちていたんですけれども、それも証拠となるものではない。物証が全くな

い。目撃証言も限定的なんですね。目撃証言というのは出ているんですけれども、直接犯

行現場を見たわけではない。犯行のあった時間に、近接した時間にその近くで桜井さん、

杉山さんを見たという、そういう目撃証言があった。 
 それ故、直接証拠というのは自白だけなんですね。それで、このように物証とか何もな
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いと、かえって逆に一旦これで有罪になると、それを再審で無罪にするというのは非常に

難しいんですね。先ほどの足利事件というのは、まさに DNA 鑑定が決め手になったので、
それが崩れれば一気に無罪になるんですけれども、布川事件の場合、もともと曖昧な証拠

でしかありませんから、これを崩すとなると、本当に全面戦争ということをしなければい

けない。 
 それで、再審請求審での活動なんですけれども、そこにありますように、新証拠 143 点
という、かなり膨大な新証拠、あらゆる論点について出したわけです。もっぱら自白等が

不自然であるということを客観的な事実と食い違いがある。そして、目撃証言が信用でき

ない。そういったものを立証するために出したものです。 
 それで、当初決め手になったのは、殺害方法の鑑定なんですけれども、これは鑑定は最

初の確定審段階で、一番最初に解剖された方がしているんですけれども、そこでの資料に

基づいてもう一度別の法医学者に見直してもらったということなんです。そうすると、殺

害行為の方法と順序がどうも自白と異なると。実際に、自白では扼殺だったんですけれど

も、新たに見直すと、それは絞殺だと。それと、順序というのはどういうことかというと、

死体にはパンツが口に詰められていたんですけれども、自白ではまず最初に口にパンツを

詰めて、そしてその上でその次に首を絞めたということになっていますけれども、順序と

しては先に首を絞めて、後にパンツを詰めたと。そこで自白と矛盾があると。 
 そして指紋実験というのは、これはどういうことかというと、指紋が全く出なかったん

ですけれども、計画的な犯行であれば手袋をあらかじめするというのがあるんですけれど

も、偶発的な犯行ですから、そういうことはしてないはずなんですね。してないのに指紋

が全くないのはおかしいということで、この桜井さん、杉山さんは、逮捕されて 29年後に
仮出獄できましたので、それで仮出獄した後で、実際の犯行現場を再現しまして、古い道

具とかを全部用意して、そこで桜井さん、杉山さんに自白どおりにいろいろ物色をしても

らったわけですね。そしてその後で指紋を検出して、そうするとたくさん指紋が出てくる

ということなんですね。それが指紋実験。 
 目撃実験というのは、目撃者というのは、犯行時刻当時、被害者宅前で杉山さんを見た

という人がいましたが、その人は夜間バイクで走行中でした。夜間バイクで走行中にはた

して認識できるのかということで、これちょっと裏に書いていますけれども、目撃実験の

心理学鑑定。それで実際にバイクで夜間走らせて認識できるかということをやってみまし

た。大学の先生に協力していただきまして、大学の学生、２回やりまして、最初は 70名ぐ
らい、次 30名ぐらいですね。学生にはバイクの走行心理テストをするんだというふうに言
って、実際はバイクで走ってきた後で、実はあそこにいた人はどういう人だったと、そう

いったようなことをやりました。その結果、夜間バイクで走行中にそういう被目撃者を認

識することはできない。 
あと、その隣にガラス戸の破損再現実験ということなんですけれど、犯行現場でガラス

戸が倒れていて、ガラスが割れていたんですけれど、それで自白でどうなっているかとい
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うと、偽装工作というのをやって、ガラス戸を蹴ったというようなことを自白で言ってい

るんですね。そうすると、蹴ったりして、実際そういう現場に残ったようになるのかとい

うことで、これも大映のスタジオで犯行現場のセットをつくりまして、実際にそこにスタ

ントマンを頼みまして、実際に自白どおりにやってみたんですね。それで、極めて不自然

だと。そしてあと、ここにはありませんけれども、実際に蹴るときの力も測定して割れる

かどうかと。 
そして、その真ん中の左側、これがほぞ断裂再現実験なんですけれども、ガラス戸だけ

じゃなくて、ほぞも断裂していたんですね。これもどういった力を加えたら断絶するのか。

これも大学の工学部の先生に協力していただいて、いろいろ実験しまして、その自白の態

様では、ほぞは断絶しないと。 
 あと、日の記憶の心理学実験ということなんですけれども、目撃者が２通りありまして、

被害者宅前で見た目撃者と、そうではなくてその周辺で被告人らを見たというのがありま

す。もともと桜井さん、杉山さんというのは、その近くに住んでいるわけですから、当然

その近くをいつもウロウロしているのは間違いない。その周辺で見たという目撃者、実際

目撃した事実はあるんです。ただ日にちが違うんですね。その日ではないんです。 
 ところが、この布川事件で目撃者が結局 50日後に警察から聞かれているんですよね。逮
捕されたのが 40日後ですから。その 50日前に、なぜ８月 28日の夜とわかったのかという
と、前日に常磐線で事故があったんですね。それで皆さん言ったのは、常磐線の事故の翌

日だったからよく覚えていますということをみんな言っていますね。それがマジックワー

ドになっちゃって、だから、そうでないと普通特定の、50 日も経ってそんな前の、そうい
う出来事があったということは覚えていても、その日がいつだったかということまでは、

普通は覚えていないはずなんですね。ところが、常磐線の事故の翌日だということで。 
ただ、それも一見何となく説得力ありそうなんですけれども、本当にそうなのかという

ことで、これも大学の心理学の先生に実験をしていただいて、50 日経って出来事の順序関
係ということをどれほどみんなが記憶しているのかと。それも複数の実験をしまして、50
日も経てばそういう日にちの記憶というのは困難であるということが鑑定結果で出ました。 
 あと、供述録音のテープ分析というものなんですけれども、桜井さんが初期の頃に自白

したときに、供述を録音しているテープが再審請求審で開示されたんですけれども、それ

によると、一見すらすらと喋っているんですね。しかし、よく聞いていると、どうもちょ

っと途中で中断しているようなことがあるということ。そして、途中でガラッと声の印象

が変わっているようなところがある。それで、どうも何か変じゃないのということで、こ

れも後ろの真ん中の右のところです。この供述録音を分析してもらったんです。FFT とい
うのは高速フーリエ変換ということで、ノイズ成分と音声成分とに分けて分析したところ、

中断の後および中断して巻き戻して重ね書きというんですかね、そういったことをしてい

るあとがあったと。 
 本当にはっきりしているところは、聞いていてもわかるんですけれどね、桜井さんが喋
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ると、ちょっと変なことを言うと、２人捜査官いますから、それで止めさせて、またもう

一回言い直しさせると、そういうようなこと。 
 そしてあとは、その下の殺害自白再現ビデオというのは、本人の自白どおりに実際実演

してみたらどうなるかと。これも大工さんの組合に協力していただいて、犯行現場のセッ

トをつくっていただいて、実際に自白どおりに殺害部分をやってみたんですね。そこちょ

っとありますように、非常にそうすると不自然な体勢なんですね。実際桜井さん、杉山さ

んも、体験してないことを喋っているわけですから、２人の供述書読むだけでは不自然さ

はわからなかったんですが、そのとおりにやってみると、これは典型例ですが、普通こん

な変な格好で首を絞める必要があるのかということですね。そういうふうに非常に不自然

なわけです。 
 そして、その隣が便所脱出実験ということです。これも桜井さんは便所から脱出したと

いうことになっているんですけれども、これもセットをつくって、自白どおりやってみた

らどうなんだということでやってみて、これも実際極めて不自然だということがわかる。 
 こういったように、その他本当に百数十件、実験だとか鑑定だとか、あるいは目撃者と

かに再度聴き取りとかいろいろなことをやったんです。その点については、布川事件支援

者の方がいたので、そういう方も協力していただきましたけれども、かなりお金もかかる

んですね。これは日弁連の支援を受けたので、それによってできたと言うこともあると思

います。 
 それともう１つ、開示証拠なんですね。これも 124 点、すべてが役に立ったわけではな
いんですけれども、確定審では本当に証拠を出していなかったんですね。それを開示させ

たと。そして、結局請求審で認められた決定的な根拠となったのは、１つが、被害者宅前

の目撃供述なんですね。これまで公判段階では杉山さん、桜井さんを見たという証人がい

たんですけれども、その人自体の証言というのは、非常に不自然だったんですね。それを

実はうんと初期に、事件発生直後に実は警察は被害者宅前に誰か人がいたのを見たという

目撃者を聞いていまして、それが全然杉山さんとは違うんですね。これをずっと隠してい

たということなんです。 
 そしてあと毛髪鑑定書も隠されていて、杉山さん、桜井さんの毛髪がなかったというの

はわかっていたんですけれども、それだけでなくて、被害者のものでもない、第三者のも

のがあったということなんですね。そうすると今度別の人がやった可能性が極めて高い。 
これも当初ないないと言っていたものを、こちら側がいろんな記録を見ていると、そこか

ら推定されてあるはずだということなんですね。最初の被害者宅前の目撃供述も、実はそ

の人の息子さんの供述等から出てきまして、それからお母さんも見ているはずだと。それ

で、再審請求審決定が出たんですけれども、ここで再審請求審決定が問題にしていたのが、

以下の５つの危険性、要するに誤判の危険性。 
ここで強調しておきたいのは、④の一部可視化の危険性ですね。これ録音テープという

のが一部録音されているんですけれども、このうち、確定審段階で開示されていたケース
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というのは、もう自白して１か月ぐらい経った後ですから、非常にすらすらよどみなく喋

っているんですね。だから、裁判官は、これだけすらすらよどみなく具体的に喋っている

んだということで、非常に信用性があるということで、確定審の有罪の有力の１つになっ

ているということなんですね。だから可視化もやるんだったら全部やらなければいけない。

一部ではむしろかえって危険なんだと。 
そして、証拠開示の必要性ということで、本当に証拠を隠されているというか、これも

再審開始出た後に新聞報道で、確定審の裁判官が、再審請求審で出てきた証拠があれば、

最初から出ていたらもっと判断が変わったかもしれないというようなことを言っていたと。 
 それで、いよいよ明日から始まる再審公判の問題点ですけれども、ここで極めて問題な

のは、DNA鑑定の問題点。先ほど佐藤先生が言いましたように、結局、問題は別の機会で
付着の可能性があるんですね。要するにパンツとかシャツとかを取調べのときに見せてい

るんですね。見せて示していると。そうすると、そこで唾液とか、そういうのが飛んでい

る可能性があるわけなんですね。 
そして、もう１つ問題は、複数鑑定や再鑑定が不可能なんです。検察側もどこか特定の

ところに何か付いているということを言っているわけではない。そんなことわかりません

から。どうするかというと、シャツか何かを全部メッシュにたくさんに分けて切って鑑定

をすると。そうすると分けたものは同じものではありませんから、結局複数で鑑定するこ

ともできないし、再鑑定も不可なんですね。そうするとこれはまさに科学的な鑑定とは言

えないという話になるんですね。 
 もう１点、今度は①を見ていただきたいんですけれども、再審公判でひどい話が、まさ

に再審請求審で先ほど言いましたように、証拠開示で被害者宅前の目撃供述、これが決め

手になったんですけれど、それについて検察官は不同意にしているんですね。不同意とい

うのはどういう意味かというと、証拠能力がない、信用性がないから、証拠にしちゃいか

んと言っているわけですよ。検察官が自ら調べた証拠を信用性がないと言っているんです

ね。ひどい話で、反対尋問が出てない。反対尋問も何も、自分たちが調べているわけです

から、矛盾があればそこで問いただしているはずなんですよ。普通反対尋問がないから証

拠能力はないというのは、聞いたことがない側が言うんであって、自ら、そして捜査官の

報告書、これもその目撃者から聞いた捜査官の報告書があるんですね。捜査官の報告書が

信用できないから証拠能力がないという、こんなふざけたことがあっていいのかというこ

となんですね。こういうことがまかり通るんだったら、証拠開示しても本当に意味がなく

なるのではないかと。この辺私としてはもっともっとまわりの市民の方、マスコミが問題

にしていただきたいなと思います。以上です。 
（片山議長） 
 ありがとうございました。それでは、この件に関してご質問、はい、どうぞ。 
（長見委員） 
 質問なんですけれども、１人でなくて２人の犯人、容疑者になっていますよね。そうす
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ると、自白もずいぶん違う、同じことは言えないわけですよね。手口だとか、やった動機、

経緯とか、自白が一致するのはなかなか難しいと思うんですけれど、誘導でやっていくと

いう形になるんですか。 
（井浦弁護人） 
 そうなんです。だから、別々の場所で調べているんですけれども、やはり捜査官同士は

情報を交換していて、だからどういうふうになっているかというと、自白で非常に変遷が

多いんですけれど、一緒に変遷しているんですね。杉山さん、桜井さんが最初言っていた

こと。例えばある犯行日に誰々さんと会ったと。それが後にその人とその日に会うという

ことはあり得ないということがわかって、その登場人物は消えるんですけれども、両方と

も、杉山さんもその日に誰々さんと会った。桜井さんもその誰々さんと会った。それは、

最初に多分どちらかが、ちょっと間違えて会ったということで、それで捜査官が杉山さん

のほうも桜井が言っていたからおまえも会ったはずだと言わせているんですね。だから会

ったと言うわけです。結局、だから同じように間違っているというのは、それ自体は不自

然な話なんですけれど。 
（中川委員） 
 よろしいですか。今のお話聞いていて、本当頭下がるような感じなんですけれど、先生

がこの事件をこんなに熱心に最後まで追及されているという動機というか、端緒というか、

それはどういうことですか。 
（井浦弁護人） 
 私自身は、第２次の再審請求の出した直後からなんですけれども、もともと先輩の弁護

士に誘われたんですけれども、先ほど灰色云々とあったけれども、事件の記録を見たとき

に、これはもう完全に真っ白無罪だと思ったからですね。それと、私ども弁護団、実働約

20名、かかわった方を含めると約 30名、フルで活動しているんです。皆熱心にやっている
ので、それに引きづられたこともあります。 
（中川委員） 
 さっきの佐藤先生のお話も聞いていてそう思ったんだけれど、結局なんかおかしいとい

うことが端緒になっているんですよね。常識的に考えて変じゃないかなというのが、何か

きっかけになっているように感じまして、それで、もしそうだとすれば、僕は刑事のこと

はほとんどわからないんだけれども、直感的に思いますのは、入口での間違いを、つまり

これ出口でものすごい一生懸命やっておられるわけですよね。出口というとおかしいけれ

ど、もう事態が済んで固まってしまってから、それをもう一遍掘り返して元へ戻してとい

う、これは猛烈な努力がいると思うんですよ。そうじゃなくて、変だなと思うものについ

ては、もっと入口で力を入れることができないのか。 
何か全体の制度を見ていますと、例えばこういう事件でも国選の先生がちょっと行かれ

て接見をすると。非常に限定的な接見しかできませんよね。しかも、勾留期間も短いから。

その間に収集できる証拠とか何かいったって、もう限られていますよね。そういう形で取
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調べが済んで裁判行ってしまうと。その後から猛烈な努力が行われるような形になってい

るんだけれど、何かそこのところの問題。もっとだから入口の段階で弁護人の方が、これ

はどうも変だぞと思われるような事件であるならば、そこで人員を少し増やすとか、ある

いはどういう方法があるのか、私よくわからないけれども、そこで力を入れる。 
日本の場合は取調べの立ち会いというのはできないんですか。アメリカなんかだったら

立ち会いができますよね、弁護人の。だから、そういう形をつくるとか、何か、起訴まで

の間の取調べ段階でもっと事実関係というか、弁護側の意見なり考え方が入ってくるよう

な制度にしたほうが、全体として効率がいいというかというような気もするんですけれど。 
（海渡事務総長） 
 日弁連はずっと取調べの可視化だけではなくて、取調べの立ち会いであるとか、取調べ

の時間を短くする、深夜にわたる取調べをするなとかいっぱい取調べのあり方については

意見を言っています。全然実現していないというか、すごくのろい歩みなんですけれども。 
 あともう１つ、先ほど佐藤先生が紹介くださったこの菅家さんの冤罪という本、僕も読

んでみたんですけれども、さっき時間がなかったので、佐藤さん全部言われなかったんで

すけれども、佐藤弁護士を、優秀な刑事弁護士をこの人に紹介した市民がいるんですよ。

この本の中に出てきますけれども、その名前も載っている、西巻さんという市民の方がい

て、傍聴していて、どうもこの人はやっているととても見えないと。思い切ってその彼女

が拘置所にいる被告人に手紙を書くんですよ。そして、返事が来て、そこで文通が始まっ

て、実はやっていないんだというやりとりがあって、じゃあ弁護士を探してみようという

ことになって、DNA鑑定のことが詳しい佐藤弁護士を探し出すという過程も実はあるんで
すね。突然行かれたわけではないので。そういうことをしなければだめよということを言

ってくれたのは実は一市民なんです。それも本当に法廷を傍聴した、新聞を読んでいてお

かしいんじゃないかと、おかしいというふうに思った人がいるんです。その１人の人がい

なかったら、この彼は救われていない。 
もちろんその後の弁護活動も重要だったんですけれども、実はその前の弁護人を責める

人がいるかもしれないけれども、でも、その弁護人だって DNAの問題点などは一生懸命追
及される弁護をしているんです、実は。だけれども、DNA鑑定が出ていて、これだけ新聞
等も有罪と書いている状況の下でそれに影響されてしまっているわけですよ。最初からそ

こを疑うということを知らなかったんじゃないかという、そのあたりのこと、この本読ん

でもよくわかりますけれども、そこで本当に最初に気づいた人というのは、一女性なんで

すよね。 
（中川委員） 
 だからやっぱり誰が気づくかどうかは別として、結局これ何か変だぞというのが端緒に

なるわけですから。 
（海渡事務総長） 
 その人の紹介がなければ、佐藤弁護士が彼に面会に行くということは起きてないんです
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よ。 
（中川委員） 
 だから、そういう感覚を大事にするという、制度的に何かもう少し考えられないかとい

うのが。 
（宇都宮会長） 
 布川事件だと、最初から証拠が全部開示されていたら、どういう人だって早く気づくの

に、その証拠というのは全部捜査当局のほうが握っていて、弁護士は何もないところから

スタートしていますから、その辺を対等にするための証拠を全部最初の段階で開示すれば。 
（海渡事務総長） 
 足利事件についてだって、先ほどのテープとか全部最初から出されていれば、それを聞

いていれば、裁判所だって確定審の段階でやっぱりこれはおかしいなと思ったかもしれな

い。だけどそれはずっと隠されていて、朝日新聞がスクープするまで再審が始まる直前に

なってようやくわかったということですから。やっぱりすべての証拠を弁護人に開示する

ということもとても大事で、それは日弁連もずっと何十年言い続けているんですけれども、

まだ実現していないということなんです。 
（中川委員） 
 やっぱりどうしたって捜査当局のほうが強いわけですから、そこを弁護するほうとスク

ラッチにする制度的な感覚を取り入れなければ。 
（海渡事務総長） 
 アメリカなんかでは、証拠を開示する義務があるだけじゃなくて、被告人にとって有利

な証拠を隠していたら、その検察官自身が職を失うぐらいの厳しい倫理基準を課している

んですね。日本の場合は、隠し通して有罪判決を取れば、それが間違っていたって、その

人は処罰されないです、その検察官は。そこら辺の検察官というものの職業倫理という点

も違っています。 
（中川委員） 
 それはさっきおっしゃっていた科学捜査というと大げさだけれども、やっぱり菅家さん

の事件なんていうのは、弁護士さんの努力もありましたけれども、結局解決したのは医者

ですよね。医者というか、DNAが解決したわけで、もしそれがなかったら何も起こらなか
ったということですから、非常に大きな力をそこで。 
 今のお話、井浦先生のを聞いておっても、やっぱり科学的論証で崩していかれたという

面が非常にあるわけですから、そうするともっと DNAだけじゃなくて、他のことについて
も、立証の段階で取り入れるものがあるんじゃないかと。 
例えば、私いつも思うのは、菅家さんの例を見ていまして、非常に特殊な性格の方だと

思うんですよね、あの方は。どこがどうかはよくわかりませんけれども、だけど精神医学

的にいったら、何かあるような感じがするんですよね。だから、そういう人についての取

調べというのは、制度というのはすべて人間は一律だという前提で制度というのはつくら
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れているじゃないですか。だけれども、実際の人間というのは全部違うわけだし、精神を

病んでいる人も、病んでいるというと語弊があるかもしれませんが、普通でない人だって

いるかもしれないんだから、それに対して同じ取調べ方法でいいのかという問題もあると

思うんですよね。 
だから、そういうことまでも含めて、もうちょっと科学的な手法、取調べの段階もそう

だし、裁判の段階もそうだし、そういうものを考えていく時代じゃないかなという気がす

るんですけれどね。 
（海渡事務総長） 
 おそらく取調べの可視化というのが彼に実現されていて、彼が 12時間責め立てられて自
白していくわけですけれど、12 時間で自白するのは早いというふうに思われるかもしれま
せんけれども、先ほどの佐藤弁護士が示していただいたデータでも、アメリカでも虚偽自

白 89％が 24時間以内に出ているというデータがあるので、ものすごい勢いで証拠があるん
だというふうにして責め立てられたら、よっぽど性格の強い人だけは生き残れるけれども、

そうでなければ自白してしまうというのが、むしろ一般的なんじゃないかなと思います。

僕は虚偽自白のケースを扱う委員会に 30年ぐらいいるので、そういうケースたくさん聞い
てきましたけれども、むしろ今の捜査機関の取調べに抗しきれる人のほうが珍しいと思い

ます。菅家さんが性格が弱そうだなというのも、もちろん認めますけれども。 
（片山議長） 
 さっきの証拠の話ですけれども、証拠を出すのは、検察側は自由に自分で選べるわけで

すね。 
（井浦弁護人） 
 そうです。 
（片山議長） 
 隠すこともできるわけですね。それに対して弁護側が例えば関連する証拠になるような

捜査資料とか、そういうものを全部出せという、そういう請求はできないんですか。 
（井浦弁護人） 
 今、証拠の出し方というのは２種類あるんですけれども、最初に出てくるのは検察官が

選んで、その背後にこれだけたくさんあるから、一次的には弁護人が一定の証拠なんで類

型証拠といいますけれど、これについては出してくれと請求させてはじめて出てくる。 
（片山議長） 
 それは名指しで請求するんですか。 
（江藤副会長） 
 そうなんですが、実は何があるかわからないという中でやるというところに問題性があ

る。だから、証拠の一覧表をつくって出せと、こう言っているんですが、それだけでもい

ろいろ手間暇かかることもあるし、手の内を見せる必要はないという発想もあるし、だか

らわからない中でやらなければいけないというのが、そこで既にハンディキャップがある。
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というので先ほど言った全部出せばいいじゃないかという。その類型証拠を出した後に弁

護人のほうがこれはおかしい、あれがおかしいという一種の争点を明確にする。じゃあ、

これに関連するこういう証拠がある、ああいう証拠がある、これを次に出せという手順で

やっと出てくるということなんですが、それすら全部出ているかどうかは、こちらは確認

できない。よく検察官の方が言うんだけれど、じゃあこれこれある証拠を出せと。わかり

ましたと。それが全部かどうかというのは、こちらは確認できないというところの中で勝

負しなければいけないということなんです。 
（井浦弁護人） 
 私はやっぱり入り口の問題でいけば、これは弁護士と検察官がやり合うんじゃなくて、

法律で全面的に開示するということにしないと、もう無理だと思うんです。私自身ずっと

刑事弁護やっていて、あるいは裁判修習のときに、裁判官と検察官と弁護士と３人で協議

して、お互い駆け引きみたいなことをやっているのをみて、こんな不合理なことを何です

るのかと。全部出せばいいんじゃないですか。そして、普通の人たちがそのようなことを

知っているのかと。まさか国がお金をかけて捜査している、それが結局隠されたままにな

っているということが、それでいいのかということなんですね。それでいいという話じゃ

ないと思うんですよ。もちろんいろんな弊害あるけれども、それは技術的な話で、弊害は

技術的に防ぐというふうにすればいいのであって、まず原則はあるのは全部出せというこ

となんですよ。 
（長見委員） 
 私も本当にそう思うんですけれど、まず真実を追及するということがあるわけで、検事

対弁護人の争いではないですよね。だから、そこで真実に両方でたどり着くようにという

のがそもそもなので、そこを出さないというのもよくわからないですね。 
（清原委員） 
 本日、井浦弁護士から再審請求審での活動の新証拠の中の主たるものをご紹介いただき

ましたが、それが自白の不自然性を証明するための大学や、あるいは大工さんたちと一緒

に証明された証拠ということでしたよね。そこに今の問題性がまさに表れているのかと思

ったんですが、つまり再審請求の中で弁護士の皆様が出された証拠というのは、自白を尊

重する中でのそれまでの裁判の誤謬というか、そんなふうに言っていいかわからないんで

すけれど、不自然さというか、それを明確にするために、これだけの専門の実験などをし

なければならないのかと。本当に多様であり、しかも時間もかかり、専門家も総動員する

ようなことをされたわけですよね。ですから、こういうことがこれだけ行われなければ、

本当に無罪というのが証明できないのだという、その重さを今日ご説明の中から本当に重

く受け止めました。 
 その上で、先ほど佐藤弁護士は、DNA鑑定でその無実をあっけなく証明することもでき
るんだという例をご紹介いただいたんですが、井浦弁護士からは、いや、DNA鑑定にも問
題点があって、なかなかこれも厳密にきちんとしないと、誤った証明になる可能性もある
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という問題提起をいただいたので、これはまたちょっと深刻だなと思ったものですから、

１点だけ確認させていただきたいのですが、今日いただいた再審公判の問題点の②に、DNA
鑑定にも問題点があると。つまりその事件のときに付着されたものなのか、その後のもの

なのかという時間軸で、曖昧な部分もあるので気をつけなければいけないとおっしゃった

ものですから、しかも複数あった場合には再鑑定もなかなか難しいということなので、そ

うであれば、先ほどは DNA鑑定があれば大丈夫かなと思ったら、今度はいやいや、それも
万能ではないと伺ったので、どのような条件を、証拠として保管するときに留意しなけれ

ばいけないか。あるいはその後の取調べのときに、誤った付着がないようにするには、こ

ういうふうな要件が必要であるというふうなことで、何か大事なことがあれば、もう少し

ご説明いただければありがたいなと思いました。 
（井浦弁護人） 
 それで、足利事件と決定的に違うのは、足利事件の場合、犯罪の性質から、遺留品の中

で精液ということになるんですね。だからターゲットがはっきりしているわけなんですね。

例えば血液とか残っていたらそれでいいし。布川事件の場合は、何を調べるかというと、

結局のところ、そのときに犯行に使った、首を絞めるときに使ったワイシャツとか、だか

らそこにひょっとしたら手のあかが付いているはずじゃないかと。首を絞めるには力を入

れたはずだからと。そういう話なんですね。非常に曖昧な話なんです。 
ただ、それでも最初から DNA鑑定をするんだという形で保管をしていたら、ちゃんとし
た判定ができる可能性はあるわけですよ。ところが、いかんせん 43 年前ですから、DNA
鑑定のＤの字もない時代なんですよね。だから、そういうことを全く考えないで保管をし

ているわけですよ。だから、本当に DNA鑑定をするということが前提であれば、取調べの
ときに目の前に広げていろいろ見せたりとか、そういうことはできないわけですよ。非常

に厳密に、後に混入しないようにやらなければいけないわけです。だから、そこの前提が

全然なっていない。だから DNA鑑定も、もともと DNAでやるということできちんとやれ
ば、別にそれはもちろん有効な場合はいくらでもあるんです。 
（清原委員） 
 ありがとうございます。やっぱり 1960年代の事件であるということの条件というのをよ
く認識して、それから学びながら、今おっしゃってくださったように、今後はやはり捜査

機関においては、当初から DNA鑑定をきちんと認識した保管をしていただくということが、
冤罪を防ぐ１つの重要な要素になり得るということでしょうか。 
（井浦弁護人） 
 それはそうです。 
（清原委員） 
 ありがとうございました。 
（片山議長） 
 ありがとうございました。私、関連で、例えば自治体で似たような問題ありまして、情
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報公開請求というのがあるんですけれども、これも請求人が名指しで文書の、名指しでや

るということになっているんですね。例えば最近の住民監査請求から住民訴訟というのが

結構あるんですけれども、それをやろうと思ったら、役所が持っている情報をかなり収集

しておかないと争えないわけですね。そのときに情報公開請求から始めるんですけれども、

役所のほうは恣意的にというか、出したいものは出すんですけれど、あとは請求されたも

のだけを渋々出すんですね。だけど関連する資料は出さないわけですね。圧倒的に情報格

差があるわけですよね。これをどうするかというのが問題あるんです。 
それで、私が鳥取県の知事やっていたときには、情報公開請求というのは、一応特定し

た文書、情報を指定してもらって、あとこれに関連する資料という、そういう請求もあり

うべしということでしたんですよね。ずいぶん違ってくるんですね。今度は挙証責任とい

うんでしょうか、関連する資料を出さなかったほうがギルティになるわけです。そういう

ふうな仕組みにしたんですけれど、これをやるとずいぶん変わってくるんです。ところが

一般には名指しされたものだけを出せばいいということなんですね。 
ところが、関連する資料を出せば、結論がすぐわかるというのがある。行政側が不利に

なるというのがわかるのがあるんですよ。ところがそういうのは税金で収集した資料や情

報であっても、役所が隠匿する、秘匿するということになると、これは本当に民主主義の

国家なのかという気がするんですね。ちょっと似たような事情があるなと思いましたね。

税金を使って取調べをして、検察側の論証に不利なものもあるはずなんですけれど、それ

は取捨選択して有利なものだけ出すというと、本当に国民主権の民主主義の国家のあり方

だろうかという気がしますよね。だから、有利なものも不利なものも全部出すということ

から始めると、冤罪を入口で防ぐ可能性が非常に高くなるという気がしますけどね。 
（松永委員） 
 企業では情報開示にコンプライアンスに、今年からは１億円以上の年収だとそれも開示

しなければいけないとか、だんだんそういうふうになっているのに、本家本元のほうは、

もう全くガードして出していない。これは今日お話を聞いていて、ちょっと解せないとい

うのを強く感じました。 
（吉永委員） 
 入口の部分で、これがあれば防げたのにというのははっきりしているわけですよね。そ

れに対して、向こうはどういうふうな答弁をしているのかわかりませんけれども、手の内

を見せたくないというような、自分に恣意的に出すためには、自分が全部管理しているの

が重要であるという、そういう出せというのと、出さないという間の要求と却下という歴

史というのはずっとあるんですか。可視化の必要性は議論されていますが、これだって同

時に進行しないと、入口はいつまでも、入口で何かできないような状況になっている。 
（江藤副会長） 
 最初は、先ほど申し上げて、証拠開示はこういう手順でやるようになりましたと。それ

はごく最近の話でございます。その前はそれすらなかったという時代がずっとあった。た
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だ、それじゃあいくら何でもおかしいだろうということで、裁判所は訴訟指揮権というの

があるんですけれども、訴訟指揮権の範囲で検察官に出したらどうだということはあった

んです。そのレベルの話なんです。だから、今日問題になっている事件でも、証拠開示が

制度化される前の事件ですね、ほとんど。だから、入口でこうだったと、結果的にわかっ

ただけの話で、最初はそういうことがあることすら何もわからない。開示を求めることす

らものすごく限定された。そういう状況なんです。 
（海渡事務総長） 
 ただ、一言だけ言うと、自由権規約委員会というところから、1998年の段階で日本の刑
事訴訟において証拠開示が制度化されていないと。これは公平な裁判を定めている規約 14
条に反するという勧告が出ています。2008年にももっと厳しい勧告が出ているんですけれ
ども、そういう意味ではこの制度の問題点というのは、日弁連も指摘していたし、国際機

関からもはっきり指摘されている問題で、ずっと問題になっていたのです。 
（吉永委員） 
 それから 12年近く経っていますよね。やっぱりそういうのってみんなが知らないと、な
かなか進まないんですよ。こういう要求を出していて、こうすればこういうことが防げる

かもしれないというようなものが、一般の国民の間に共有されないと、なんかそっちのほ

うでやっていることは知らないんですよね。 
（海渡事務総長） 
 可視化とともに、証拠開示というのはもっと意識していかないといけないと思います。 
（片山議長） 
 どうもありがとうございました。非常に私も有益なお話を聞かせていただきましてあり

がとうございました。 
 
 ② 弁護士の安全確保について 
（片山議長） 
 それでは第２の議題として、弁護士の安全確保について検討してまいりたいと思います。

まず、藤川弁護士業務妨害対策委員会委員長からご説明をお願いします。 
（藤川委員長） 
 日弁連の弁護士業務妨害対策委員会の委員長を務めさせていただいている藤川です。皆

さんご存じのように、６月２日に、横浜弁護士会の前野弁護士が事務所で刺殺されるとい

う、非常に衝撃的で痛ましい事件がありました。最近になって犯人とおぼしき男が逮捕さ

れたということですが、まだどうしてこのようになったかということ、この事件について

は、よくわかっておりませんので、わが委員会が中心になって、どうしてこういうことが

起こったか、あるいは今後対策をどうしたらいいかということは、さらに究明しなければ

いけないことだと思っています。 
 私が認識しているところ、業務中に弁護士が殺されるという、こういう事件は坂本弁護
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士事件、それから東弁で十数年前に起こった渡辺興安弁護士が事務所で殺害された事件。

それから今回の前野弁護士事件。３件目になります。 
 弁護士が業務中に殺害されたということですけれども、例えば第一東京弁護士会の岡村

弁護士の奥様が自宅で刺殺されたという事件もありました。それから、２年ほど前でした

か、大阪弁護士会で事務員さんが依頼者に殺されたという事件がありました。 
 したがって、こういう弁護士を中心とした人たちに対する非常に凶悪な事件というのは、

時々あること。それから、ここまで殺害という重大な結果、そこまでの結果ではなくても、

例えば弁護士に対する暴力行為、あるいは刃物を使った非常に危ない行為というのは、あ

ることなんですね。ですから、弁護士に対する業務妨害の取り組みというのは、非常に今

大切な時期になっていると思います。 
 弁護士や事務員さん、それから家族、こういった人たちの生命、身体を守ると、このこ

と自体非常に重要なことですけれども、それとともに忘れてはいけないのは、弁護士があ

る事件を受任していて、その事件に関して自分の身が危ない、あるいは事務所が狙われて

いるというふうに感じたときに、一歩でも引くと、これは事件を依頼している依頼者の方

に対して、非常に法的な意味でもマイナスを生じる。そういうことがあると、業務妨害を

行う者の周辺で法律がうまく執行できないという偏頗な状態が生じることになりまして、

そういうことがあっては絶対いけないんだというふうに私は思っておりまして、それでこ

ういう委員会があるものと思っております。 
それで、日弁連が今年の３月、業務妨害対策マニュアルというものをつくりまして、こ

れは皆様のお手元にある橙色の冊子ですけれども、これの中にも日弁連の業務妨害対策委

員会が検討したいろいろな業務妨害に対するどういう型があり、それから対策はどういう

ふうにしたらいいかということが書いてあります。 
それから、後ろのほう、これでいうと 52ページ以降ですかね、日弁連で把握している業
務妨害対策事案というものが時系列的に並べてあります。時間がありませんので、これは

ここで読むことではなくて、また後でお読みいただきたいと思うんですけれども、こうい

った業務妨害対策事案を日弁連の業務妨害対策委員会が直接対処して扱うのではなくて、

具体的な事件の対処というのは、各単位会の業務妨害対策委員会などが行っております。 
 じゃあ 52ある単位会の中で、そういう業務妨害対策委員会があるのかどうか。そういう
点を申し上げますと、28 の単位会については、業務妨害対策委員会とか、民事介入暴力対
策委員会の中の扱う部門を設けるとかということで、委員会というものがあります。それ

から、24 については、委員会はないものの、いざ、そこの単位会の会員の方が業務妨害に
遭ったという場合には、例えば会長や副会長などが担当するとか、そういう体制ができて

います。24のうち 17はそういった体制ができています。 
 ただ、残り７つについては、まだそういった委員会もなし、それから何か事件が起こっ

た場合の対応策も、十分には考えられてないという状態になっております。 
 それで、じゃあ各単位会でどのような業務妨害対策が行われているかということを申し
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上げたいと思うんですが、私は日弁連の委員の他に東京弁護士会の委員も兼ねております。

十数年はこの委員をやっているんですけれども、１つの例として東京弁護士会の業務妨害

対策委員会が、どのような対策をとっているかというようなことをかいつまんで申し上げ

たいと思います。 
 事前に配付された資料の 26-2-4、それから一番の最後のページなどをご覧いただきたい
んですけれども、26-2-4 という資料に、東京弁護士会の支援要請をする、業務妨害を受け
ている弁護士から支援要請がなされた場合のその後の手続などが書いてあります。まず、

業務妨害を受けていると思う弁護士が、49 ページにあるような支援要請書、こういう１枚
程度の簡単なものを弁護士会の窓口に出していただければいいんですけれども、これが出

されると、すぐに委員会が対応するということにしています。具体的に言いますと、事務

局にこれが出されると、その日のうちに委員長が支援要請を出した方に電話などで、まず

は第一報を入れるということにしています。その上で、委員会の委員数名でなる班をつく

りまして、これはあらかじめＡ班、Ｂ班、Ｃ班という３つの班ができていますけれど、そ

の班にこの事件を振り分けるわけですね。そうすると、数日のうちに支援要請を受けた方

から事情を聞いて、一番適切な支援をするということになります。 
 その日のうちに委員長が連絡を入れると、これは大切なことでして、これが 10日だ、１
週間だと、こういうふうに遅れると、やっぱりその方はどうしても不安に思うわけですね。

不安だからこそ、こういった支援要請をしてきたわけであって、そういうものがあった以

上、間髪入れることなく、まずは弁護士会のほうから委員長が連絡を入れると、こういう

ことをするよって、その方が非常に落ち着くんですね。 
 それから、じゃあその後どういうような対応をするか。これは 48ページの支援活動の例、
ＡからＥまで書いてありますが、これはその事案によっていろいろなやり方があります。

中には非常に身の危険をわれわれも感じるような危ないような例もありますし、あるいは

そうでもないものもあります。今回の前野弁護士みたいに、非常に重大な例もありますけ

れども、生命、身体にかかわる事例ではなくても、例えば相手方から非常にしつこい電話

が何回も何回も事務所にかかってきて、事務所として応対ができないが、どうしたらいい

かとか、というような相談とか、あるいは FAXが何百枚も送られてきて、事務所の仕事が
それによって妨げられてしまうんだと。これはわざとそういうことをやるわけですよね。

あるいは中には裁判所の前に立って、何々弁護士は悪徳だというプラカードみたいなのを

背中につけて裁判所の門の前にいると。ああいうのはどうしたらいいのかとか、こういう

ような相談もあります。 
あるいは少し危ないと思われるのを１つ２つご紹介しますと、最近あった相談の例の１

つですけれども、20 年以上前に国選事件を受任しまして、これは控訴審の事件だったんで
すけれども、一審で懲役７年という実刑を受けた人が控訴して、その控訴審を東京弁護士

会の会員の方が受けて、控訴を棄却されて、一審と同じ結論になったわけですけれども、

それに恨みを思って、20年以上経った今になって突然電話をかけてきたんですね。 
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この方がどうして身が危ないかというようなことを感じたかというと、この被告人とな

った人が 20年前に行った行為というのは、非常に危険な行為でして、裁判所の職員に対し
てボーガンという矢がありますよね。これで目を打って重傷を負わせたような殺人未遂事

件ですね。そういうことをやってみたり、あるいは公判でも裁判所に非常に逆らってみた

り、非常にわがまま放題振る舞うような人間でして。そういった長い間経っても突然気を

つけておけよといったような内容の電話が来たりする。これは何か自分が狙われているん

だというふうに思ったと。これは当然のことだと思います。こういう事件もあります。 
あるいは、これもやっぱり長い時間お付き合いのある例なんですけれども、支援要請を

してきた方が顧問をしている会社の従業員を 10年ぐらい前に解雇したところ、その人が恨
みに思って、会社であるとか、その弁護士のところに度々訪ねてきて、ときには事務所で

小型のナイフを出したとか、あるいはこの瓶に硝酸が入っているんだといって瓶を見せた

とか、そういうようなこともあった。こういう人間がまた事務所を訪れてくるおそれがあ

る、こういうような事例もありました。 
 ですから、いろいろなケースがあるわけですけれども、先ほどの 48ページの支援活動の
例にありますとおり、相談して、これは大丈夫ですよというような話をすれば、そのとお

り終わるケースもありますし、そうでなければ警察に警備をお願いしていただくというこ

とで、一緒に警察署を訪れるというようなこともあります。 
 それから、私が感じるところ、東京弁護士会、これは全国でもかなりそういったシステ

ムは整っているほうだと私は思っていますけれども、それでも実際のところは１か月に１

件ぐらいの支援要請の申立しかないんですね。おそらくは、その暗数というのがすごくた

くさんあると思うんです。そういうふうに私ばかりでなくて、他の人もそういうふうに思

っているんですけれども、なぜたくさんある中であまり弁護士会の業務妨害対策委員会に

支援要請をしないのか。 
そういうことを考えますと、やはり普段は原告、被告というような形で対決するような

こともする仕事の間柄なわけですね。そういう中で、業務妨害に遭っているとはいえ、同

じ弁護士に頼るというのがやはりためらいがあるというのではないかというふうに思いま

すし、ましてや業務妨害を受けるということについて、何らかその弁護士にも何か足りな

い点とかミスとか、こういうものがあった場合には、それをやはり同じ弁護士に言うのは

なおさらためらわれると、おそらくこういうことがあるのではないかと思うんですが、や

はり支援要請をされる割合というのは、おそらく少ないと思うんですね。 
東京弁護士会の委員会としても、例えばポスターをつくるとか、それを会館に掲示して

いますが、それからお配りした資料の例えば 21ページ以降に記事がありますけれど、これ
は１か月に１回、こういったLiBRAという東京弁護士会の会員向けの広報誌がありまして、
それに２か月に一遍、業務妨害対策委員会が必要な記事を掲載しているんですね。それか

ら、時々全会員向けに講演会を開いたりとか、シンポジウムを開いたりとか、そういった

広報活動をやっております。ただ、委員会の存在自体がそれでもまだ浸透しきれていない
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ということで、仮に知っておられても、委員会に相談するには一つ壁があるということな

んでしょうか。まだまだ十分には利用されていないというふうに思っております。 
 それから、単位会の１つである東弁として、その他どういうことをしているかというと、

やはりある一定の事件は弁護士だけでは対処することはできませんで、警察の警備もお願

いしなければいけません。したがって、東京には３つの弁護士会がありますけれども、３

つの東京三弁護士会が、警視庁と定期的にこういう問題について協議をする場合を設けて

います。 
 それからもう１つ、人格障害、今ではパーソナリティ障害という言葉を使いますけれど

も、そういうような人が業務妨害を起こすことが多いのではないかというふうに思ってお

りまして、東京弁護士会含め日弁連でも、あるいは横浜や第一東京弁護士会でも、パーソ

ナリティ障害者が依頼者、あるいは相手方であるという場合にどう対処したらいいのか、

こういうテーマで研修を重ねています。 
 一応私のご説明は以上でおしまいにしたいと思います。 
（片山議長） 
 ありがとうございました。それでは、この件についてご意見、ご質問ございましたら。 
（長見委員） 
 前野さんは、ここに支援要請はあったんでしょうか。 
（藤川委員長） 
 横浜弁護士会にはなかったようですね。 
（豊副議長） 
 私が所属している朝日新聞なんですが、1987年の５月３日に、阪神支局にある男が押し
入って、先輩が散弾銃で殺されるという事件がありました。以来ずっと５月３日は言論の

表現の自由を守る日だということで、市民集会をずっと今も現地でやっています。この弁

護士の業務妨害というと、弁護士会の業務の中の話のような印象を受けるんですけれども、

会長の声明にもありますように、弁護士の仕事は、基本的人権を守って社会正義を実現す

るという役割を担っています。それに対するまさに攻撃だと思うんですね。本来救うべき

人が弁護士さんのところに来て、それを受任するのをためらったりとか、そういう萎縮効

果が仮に生まれるとすると、それは民主主義に対するテロ行為ではないかなというふうに

は思います。 
 この運動を進められていく上で、市民社会の中で弁護士業務の妨害というのは一体どう

いう意味を持っているのか、私たち市民の問題でもあるんだよというようなメッセージを

一緒に出していただきたい。市民社会と一緒にシンポジウムをやったり、この問題を考え

るような、そういう環境をつくっていただけるといいのかなと思いました。業務妨害とい

うと、業務の話のようですけれど、民主主義のテロなんだと。もちろん個別的にはいろん

なケースがあるんだと思うんですけれども、基本的にはそういう性質を持っているんだと

いうようなことがメッセージが出ればいいのかなという、そんな印象を持ちました。 
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（松永委員） 
 その前野弁護士から上がっていなかったというのをお聞きして、前からいろいろあった、

あったというか、感じるところが多分あったと思うんですが、同じ弁護士だからかえって

言いづらいということがあるとしたら、第三者とか、外部とか、そういうことも考えてい

く必要があると思います。 
（藤川委員長） 
 そういうようなことを私も考えてはいるんです。考えているというのは、同じ弁護士に

相談しにくいんだろうなというふうには思っているんですが、それでもやっぱり味方とい

うか、力になるのも一番弁護士がなれると思いまして、というのは、今おっしゃいました

けれども、業務妨害によって弁護士の本来やらなければいけない仕事がやれない状態にな

る。例えば、卑近な例でいうと、家賃を払わない人がいましてね。契約の解除をして、強

制執行をして明け渡しをしてもらわなければいけない。だけど、その明け渡しをしようと

するとなると、入居している人が頑強に抵抗して、弁護士に対しても嫌がらせをする。こ

ういうことはあることなんですね。そういった場合にじゃあわれわれの委員会はどういう

ことをするかというと、例えば連名で一緒に受任をして、一緒に内容証明で解除の文書を

出したり、あるいは一緒に法廷に出かけていくとか、一緒に法廷で証人尋問するとか、そ

ういうふうにやって、支援要請の方も含めながら一緒に進めていくと。それで結論はそう

いう業務妨害をする人に対するものでも、あるいはそうじゃないものについても、同じよ

うな結論にしていくと。それができるのはやはりわれわれ弁護士だと思うんですね。です

から、障害は越えなければいけませんけれども、やはりそれを何とか乗り越えるような努

力はしまして、われわれが弁護士がまずは支援をすると、こういう形は推し進めていきた

いと思っています。 
（中川委員） 
 私も会社におりますときに、いろんな攻撃を受けまして、多様なんです。株ゴロさんを

はじめとして右翼とか、それからエセ同和とか、暴力団とか、様々なんです。ただ、基本

的に違うなと思いますのは、会社に攻撃をかけてくる人の目的はお金なんですよね、主と

して。ですから、暴力・威力にはっきりつながるケースというのはあまりないんです。だ

けど、この弁護士さんの場合は、ほとんどが恨みみたいなものなんじゃないかと思うんで

すね。だから、金銭で解決するということは非常に難しい。恨みそのものを退かさないと、

解決できないという、非常にこれは難しい問題だと思うんですよね。 
 なおかつ、この問題は、私もその担当だったわけですから、いろんなことをしたんです

が、結局のところは自己防衛しかないんですよね。他人様の力を借りるということは、あ

る程度はできるんです。例えば警察の警備をお願いするということもやりましたし、やっ

てくれます。やってくれますが、24 時間張り付くということはできませんよね。だから、
適宜パトロールをするぐらいの感じで終わりなんですね。そうすると、あと何ができるか

ということになりますと、例えば社長の家に火炎瓶を投げられると、実際投げられたわけ
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ですけれども、そういうものを防衛するというのは、自分でやるしかないです。自分でや

あるというのは、例えば警備会社を雇って 24時間門の前に立ってもらうと。これしかない
んですよね。組織的にある程度できるものはいいんですけれど、弁護士さんの場合は全く

の個人が多いですから、これ非常に難しい問題だと思います。 
ですから、委員会で支援されるというのは、それは大いにやらなければいけないことだ

と思いますが、最も厳しい状況になった場合に、委員会は無力だと思うんですよ。だから

結局最終的に対象になっている弁護士さんがどこまで自分を防衛するかという、もっと突

き詰めた議論が必要だと思います。 
 だから例えば本当に危ないなと感じたときは、事務所にいないようにするとか、自宅も

奥さんをちょっと避難させるとか、それぐらい考えないと、この問題は解決しないし、本

当にご本人の安心にはつながりませんね。だから、業務を続けながらやるという難しさが

ありますから、そうだとすると、例えば事務所を一時的にどっか別のところにするという

ことについて支援をするとか、そういうふうに本当にぎりぎりのところまで考えておく必

要があるんじゃないかなと。こういう人たちは理屈ではだめなんです。理屈をいくら振り

回しても、全然ききませんから。結局は力対力の問題になってくるということをやっぱり

キープマインドしておく必要があると思うんですよね。そのためにどういう方法があるか

という、そこまで突き詰めておく必要があると私は思います。 
（清原委員） 
 もう時間が過ぎていますので、１点だけ。平成 19年の４月に、自治体の統一選挙のとき
に当時の長崎市長さんが殺害されました。私たち市長は、いろいろな事情であれ、その長

崎市長さんの死を重く受け止めて、それぞれが緊張した日々の中にいるということで連帯

し、共感して支え合っているという部分もあります。知事さんも同じ部分があると思いま

す。 
私は、今中川委員がおっしゃったような大変個別具体のケースにおいては、かなり深い

きめ細かい対応が必要と思いますが、でも私は弁護士会として連帯して委員会で、やはり

１人で抱え込むのではなくて、やはりそこは支え合うということを明確に示した日弁連と

してのアピールをされるということは、私は大変重要だというふうに思います。 
私なども、やはり職員を守らなければいけません。行政に対する暴力も日常茶飯ではあ

りませんが、あります。このようなとき、私は訴訟になったとしても、市長が受けて立つ

し、必要であれば私が訴訟を起こすといって、私は職員を守る姿勢を明確にして暴力に屈

しないように研修もしながら、具体的な施設の整備などもしています。ですから、ぜひ今

回のこの悲惨な事例を踏まえて、弁護士会がより一層存在感をもって、今、皆さんがおっ

しゃった民主主義、あるいは司法に対する犯罪なのだということを明確に訴えていくとい

うことが重要ではないかと思います。公共団体で仕事をしております私としても、これは

共に、民主主義のために、公務と公共性のある弁護士会の皆様の活動を共感しながら支援

したいと感じました。以上です。すみません、時間がすぎて。 
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（片山議長） 
 どうもありがとうございました。実はこのテーマは、私があえてお願いをして取り上げ

ていただいたんですけれども、私の原体験もありまして、といいますのは、今市長さんも

言われましたけれども、私が鳥取県で知事やっていましたときに、福祉の職員が鉈で後頭

部を打たれて、命は助かったんですけれど、そんな事件があったんです。それは一生懸命

やる職員で、その犯人のことを親身になって面倒みてあげていたんですけれども、ちょっ

と精神に異常があったりして、逆恨みされたようなことだったんです。それで、本当に気

の毒だったんですね。 
そんなこともあって、実はさっきの情報公開なんですけれど、情報公開の範囲を決める

ときに、担当者とか若い職員の名前を出すのをやめようと。ターゲットにされますから。

そういうようなことを検討したんですね。これは警察官もそうなんですけれど、若い職員

で家族がいて、小さい子どもがいたりすると、やっぱりそんなことも気になりますから、

情報公開をするときに基本的には全面公開なんですけれども、担当者の氏名が出る範囲と

いうのをちょっと制限しようという検討をしていました。そのときに鳥取県の弁護士会の

方が、それは気持ちわかるけれど、私たちは看板掲げてやっているんですよと。法的トラ

ブルに看板掲げて向かっているんですという話を聞きまして、それはそうですねって、あ

なた方大丈夫なんですかと尋ねたら、いやあ、わかりませんねといわれるんです。そんな

関心を持って弁護士事務所を訪れてみると、これはほとんど丸裸に丸腰に近い。田舎の事

務所ですから、弁護士が１人とせいぜい事務員が１人か２人のところですから、本当に何

かあってもどうしようもないんですね。 
そんなことが実は問題意識にあって、いつかこれはだんだん社会が険しくなったら、弁

護士さんが法的トラブルの一環で思わぬアクシデントに見舞われることあるんじゃないか

なと実は懸念していましたら、前野さんの事件があって、やっぱりこんなことがあるのか

なと思った。ちょっと注意喚起の意味もあってお願いしたんですけれど、さっき皆さんも

おっしゃったように、個人としての業務妨害に対処するという自己防衛の問題と、それか

ら民主主義を支えるインフラに対する妨害という面も両方あると思うんですね。そういう

面で言うと弁護士だけでなくて、裁判官だとか検事も同じようなリスクにさらされている

と思うんですね。 
私はそれを鳥取にいたときも思いまして、裁判官の宿舎なんてどうなっているんだろう

かといったら、ほとんど無防備なんですね。誰でも入れるんです、アパートの形式のとこ

ろに。注意したこともあるんです。本当に大丈夫ですか、事件を抱えているときに、と言

ったこともあるんですけれどね。ですから、民主主義とか人権とかそれを守るインフラと

しての法曹、ここがやはり暴力とかテロによって歪められるということがあってはいけま

せんから、弁護士さんの問題だけでなくて、裁判官とか検事の問題も含めて問題意識を持

っていただければいいと思いますし、われわれ社会もそういう問題意識を持たなければい

けないなと思うんです。いろいろ周到にされておりますので、今日の議論も参考にしてい



 38

ただいてさらに安全に努めていただければと思います。ありがとうございました。 
 
 ③ その他 
（片山議長） 
 それでは時間も経過しましたので、次回の日程ですけれども、第 27回の市民会議の日程
について、先ほど少しご相談を申し上げたんですけれど、９月 27日が現段階で一番多くの
方が参加可能ということでございますので、この日に行いたいと思います。時間は 15時半
から 17時半ということで開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。その他何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 会長さんもかわられたので懇親会ということで、また別途事務局のほうからご相談があ

ると思います。日程調整があると思いますので、よろしくご協力お願いします。 
 
６．閉会 
（片山議長） 
 それでは、これで本日予定しておりました審議を終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。（了） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




